
〔
資
料
〕ピ

ュ
ー
リ
タ
ン
革
命
期
庶
民
院
の
経
済
政
策
史
年
表

常

行

敏

夫

以
下
に
掲
げ
る
資
料
は
、

イ
ギ
リ
ス
前
期
ス
テ
ュ
ア
l
ト
王
朝
か
ら
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
革
命
の
共
和
制
崩
壊
に
至
る
ま
で
の
庶
民
院

ピューりタン革命期庶民院の経済政策史年表

で
展
開
さ
れ
た
、
経
済
政
策
に
関
す
る
年
表
で
あ
る
。

従
来
、
「
封
建
制
か
ら
資
本
主
義
へ
の
移
行
」
の
画
期
と
し
て
イ
ギ
リ
ス
市
民
革
命
は
論
じ
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
り
、

ハl
v

て
、
絶
体
王
制
末
期
か
ら
市
民
革
命
に
か
け
て
の
経
済
政
策
史
も
、
そ
う
し
た
観
点
か
ら
分
析
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な

が
ら
、
市
民
革
命
が
、
事
柄
の
性
質
上
、
主
と
し
て
政
治
史
的
、
政
治
思
想
史
的
あ
る
い
は
宗
教
思
想
史
的
に
分
析
さ
れ
て
き
た
こ

と
も
手
伝
っ
て
、
史
料
的
詰
め
が
十
分
に
な
さ
れ
た
上
で
従
来
の
経
済
史
的
・
経
済
政
策
史
的
研
究
が
な
さ
れ
て
き
た
と
は
必
ず
し

し
た
が
っ

も
思
わ
れ
な
い
。
特
に
わ
が
国
で
は
、
「
移
行
」

の
画
期
が
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
革
命
で
は
な
く
名
誉
革
命
だ
と
の
暗
黙
の
前
提
が
支
配

的
で
あ
る
だ
け
に
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
革
命
の
経
済
史
的
あ
る
い
は
経
済
政
策
史
的
研
究
は
、
印
象
と
は
異
っ
て
、
必
ず
し
も
活
発
だ
っ

た
と
は
一
言
い
難
い
し
、
「
移
行
論
争
」
の
情
熱
が
醒
め
て
し
ま
っ
た
現
在
、
そ
う
し
た
研
究
は
ほ
と
ん
ど
見
当
ら
な
い
の
で
あ
る
。

学
界
の
共
有
財
産
の
こ
う
し
た
欠
落
部
分
を
補
う
た
め
に
も
、

ま
た
筆
者
の
遠
望
す
る
テ
！
？
で
あ
る
イ
ギ
リ
ス
市
民
革
命
研
究

.301 

を
進
め
る
た
め
に
も
、
史
料
的
な
整
備
が
必
要
だ
と
思
い
作
成
し
た
も
の
が
こ
の
年
表
で
あ
る
。

専修大学社会科学研究所　社会科学年報　第16号　1982年3月



こ
の
年
表
は
、
筆
者
の
問
題
視
角
か
ら
し
て
必
要
だ
と
思
わ
れ
る
諸
項
目
を
叶
Z
τ
E
E
r
o問
手
巾
図
。
ロ
田
市
止
の
o
g
S
O
S

（
以
下
の
・
』
・
と
略
記
〉
お
よ
び
円
。
g
g
oロ
ロ
巾
σ白丹市タ

gNH・

a・
巧
白
－

z
s
z
o丹市国丹市
5
・
同り
E
ロ
ロ
帽
明
白
色
巾
ロ
河
叩
－
F

白ロ仏
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出
向
己
ミ
回
目
官
。
ロ
（
以
下
の
－

U
・
と
略
記
）
か
ら
選
ん
で
作
成
し
た
も
の
で
、
必
ず
し
も
網
羅
的
な
も
の
で
は
な
い

ハ
2）

農
業
政
策
に
関
す
る
諸
項
目
は
完
全
に
欠
落
し
て
い
る
）
。
ま
た
、
「
移
行
期
」
の
経
済
政
策
史
を
論
ず
る
に
は
、
名
誉
革
命
期
ま
で

を
射
程
に
入
れ
た
年
表
が
必
要
で
あ
る
が
、
今
の
と
こ
ろ
そ
の
準
備
は
筆
者
に
は
な
い
。
更
に
、
前
期
ス
テ
ュ
ア
l
ト
王
朝
か
ら
ピ

ハ
例
え
ば
、

ュ
l
リ
タ
ン
革
命
ま
で
の
経
済
政
策
史
の
み
に
限
定
し
て
も
、
庶
民
院
の
政
策
だ
け
を
追
う
の
で
は
片
手
落
ち
で
あ
り
、
絶
対
王
制

〈

3
V

の
行
政
機
構
の
中
枢
で
あ
る
枢
密
院
の
政
策
史
の
追
求
が
不
可
欠
で
あ
る
。

三
う
し
た
様
々
な
欠
点
を
持
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
も
し
こ
の
年
表
が
同
学
諸
土
の
研
究
に
少
し
で
も
役
立
て
ば
、
筆
者
は
こ
の

上
な
く
幸
い
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
イ
ギ
リ
ス
市
民
尊
命
の
全
体
像
を
把
握
す
る
た
め
に
は
、
経
済
政
策
史
だ
け
で
は
な
く
、
政
治
史
、
宗
教
史
な
ど
隣

接
諸
領
域
の
年
表
の
作
成
が
必
要
で
あ
る
。
筆
者
は
、
こ
れ
を
機
会
に
、
そ
れ
ら
諸
領
域
の
イ
ギ
リ
ス
市
民
革
命
研
究
者
に
、
そ
う

し
た
作
業
の
遂
行
を
お
願
い
し
た
い
と
思
う
の
で
あ
る
。

（1
）
例
え
ば
、
関
口
尚
志
「
『
初
期
恐
慌
』
｜
｜
マ
ユ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ャ
l
期
の
過
剰
生
産
を
め
ぐ
っ
て
」
、
『
土
地
制
度
史
学
』
第
一
一
一
号
、
五

の
一
、
岡
田
与
好
「
原
始
的
蓄
積
と
経
済
政
策
」
、
『
経
済
政
策
講
座
、
第
二
巻
、
経
済
政
策
の
史
的
展
開
』
有
斐
関
、
一
九
六
四
年
、
所

収。

（2
）
筆
者
が
選
ん
だ
諸
項
目
だ
け
に
つ
い
て
も
、
特
に
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
革
命
期
に
つ
い
て
は
、
。
・
】
の
み
に
依
処
す
る
の
は
不
十
分
で
あ

り
、
〉
n
g
g
ι
0丘一
E
R
g
o同
H
r
m
F
S
R諸
国

Z
R
H
E
N－

zs・
a・
。
・
国
・
百
三
r
E
L
m－
ω・
同N
白X
－
回
一
回
玄
白
」
g
q．回
ω
g
z・

0
ロ
刊
号
O
B
n
p
H也
H
？
を
も
利
用
し
た
年
表
が
作
成
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

（3
〉
筆
者
は
、
前
期
ス
テ
ュ
ア
l
ト
王
朝
の
枢
密
院
の
経
済
政
史
を
、
い
ず
れ
年
表
の
か
た
ち
で
公
表
す
る
つ
も
り
で
あ
る
。
尚
、
ジ
ェ
イ
ム



ズ
一
世
期
の
経
済
政
策
史
に
関
す
る
研
究
論
文
の
執
筆
を
、

筆
者
は
近
々
予
定
し
て
い
る
。

ジ
ェ
イ
ム
ズ
一
世
第
一
議
会
第
一
会
期
。
三
六

O
三
げ
一

ピューリタン革命期庶民院の経済政策史年表

一一一
・
一
一
六

二
七

一一一一

四
・
四

一
八一九

二
O

二一二
四

二
五

五
・
五

一
六

O
四
年

一九

帽
子
の
正
し
い
製
造
に
関
す
る
法
案
。
第
一
読
会
（
の
・
］

da－－
F

唱
・
5
8

末
仕
上
げ
の
毛
織
物
輸
出
を
規
制
す
る
法
案
。
第
一

読
会
（
の
・
』
・
5
－－
F

司・回明日）

帽
子
の
正
し
い
製
造
に
関
す
る
法
案
。
委
員
会
付
託
（
の
・
同
・
g－－
F
同
M

・
5
0）

末
仕
上
げ
の
毛
織
物
輸
出
を
規
制
す
る
法
案
。
委
員
会
付
託
（
の
・
』
・
〈
。
－
・
戸
匂
－
H

明日）

あ
ら
ゆ
る
国
へ
の
貿
易
の
自
由
を
全
商
人
に
認
め
る
法
案
。
第
一
読
会
（
の
－
H
・
5
－・
戸
喝
・
口
町
）

貿
易
を
拡
大
す
る
た
め
の
法
案
。
第
一
読
会
（
の
・
】
・
4
0
F
F

司
・ロ岨）

毛
織
物
輸
出
の
認
可
制
度
に
反
対
す
る
法
案
。
第
一
読
会
ハ
の
・
同
－
d
o－－
F

喝・ロ由）

外
国
産
羊
毛
の
輸
入
を
禁
止
す
る
法
案
。
第
一
読
会
（
の
・
同
・
3
－
・
戸
匂
・
5
H）

毛
織
物
の
正
し
い
製
造
、
検
査
、
検
印
、
お
よ
び
輸
出
に
関
す
る
法
案
（
の
－
H
・
4
O
F
F

喝・

5
8

あ
ら
ゆ
る
国
へ
の
貿
易
の
自
由
を
全
商
人
に
認
め
る
法
案
。
委
員
会
付
託
（
の
－
Hda－－
H

・匂
・
5
3

毛
織
物
輸
出
の
認
可
制
度
に
反
対
す
る
法
案
。
否
決
（
の
・
』・

5
－－
F

喝・

5
C

帽
子
の
正
し
い
製
造
に
関
す
る
法
案
。
委
員
会
か
ら
の
答
申
〈
の
・
同
－
S
F
戸
喝
－

S
由）

帽
子
の
正
し
い
製
造
に
関
す
る
法
案
。
否
決
（
の
・
同・

5
－－
F
匂
－
N
S）

外
国
産
羊
毛
の
輸
入
を
禁
止
す
る
法
案
。
否
決
（
の
－
H
S
F
H
・
司
－N
G
S

帽
子
の
正
し
い
製
造
に
関
す
る
新
法
案
。
第
一
読
会
（
の
・
】
・

5
】・戸匂－

N
E）

あ
ら
ゆ
る
国
へ
の
貿
易
の
自
由
を
全
商
人
に
認
め
る
法
案
。
委
員
会
か
ら
の
答
申
と
法
案
に
対
す
る
反
対
へ
の
解
答
、
法

案
の
正
番
化
（
の
・
一「
・
da－－
F

匂－

N
H
S

貿
易
を
拡
大
す
る
た
め
の
法
案
。
餐
員
会
か
ら
の
答
申
（
の
・
同
－
S
F
H
－
ヲ
N
H
∞
）

帽
子
の
正
し
い
製
造
に
関
す
る
新
法
案
。
委
員
会
付
託
（
の
・
］

g－
・
戸
句
－
M
E）

毛
織
物
の
製
造
と
染
色
に
お
け
る
悪
弊
を
防
止
す
る
法
案
。
第
一
読
会
（
の
・
』・
4
。一－
H

・喝－NNa）

一一一一ーーノ、 二二
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一一一一

六
・
一四七九

一一一一四

a

一
八

一一一二一一一
二
五

二
六

七

・

五

（

1
）
 

占ノ、

あ
ら
ゆ
る
国
へ
の
貿
易
の
自
由
を
全
商
人
に
認
め
る
法
案
。
第
三
読
会
、
お
よ
び
討
論
〈
の
・
同
－

s－・戸句－
N
N
H
）

帽
子
の
正
し
い
製
造
に
関
す
る
新
法
案
。
委
員
会
か
ら
の
答
申
、
法
案
の
正
蓄
化
（
の
・
』
・
S
F
F
匂・自由）

あ
ら
ゆ
る
国
へ
の
貿
易
の
自
由
を
全
商
人
に
認
め
る
法
案
。
討
論
（
の
・
』
－

da－－H

－喝－
N
N
唱）

あ
ら
ゆ
る
国
へ
の
貿
易
の
自
由
を
全
商
人
に
認
め
る
法
案
。
討
論
、
成
立
（
の
・
同
・

5
－・戸匂－
N
ω
N）

帽
子
の
正
し
い
製
造
に
関
す
る
新
法
案
。
成
立
ハ
の
・
同
－
S

F

H
・匂－
Nωω
〉

帽
子
の
正
し
い
製
造
に
関
す
る
新
法
案
。
貴
族
院
へ
送
付
〈
の
・
】・

4
0
F
F
喝－
Nω
品）

毛
織
物
の
正
し
い
製
造
と
査
察
に
関
す
る
法
案
。
第
一
読
会
（
の
・
』
－
S
F
戸匂・
Nω
叶）

小
幅
織
の
毛
織
物
検
査
に
関
す
る
法
案
。
第
一
読
会
（
の
－
M
－〈。－－

F

ヲ
Nω
也）

毛
織
物
の
正
し
い
製
造
と
査
察
に
関
す
る
法
案
。
委
員
会
付
託
〈
の
・
同
・
〈
O
F
H
・唱
－N
品目）

羊
毛
と
毛
織
物
業
に
関
す
る
法
案
。
第
一
読
会
合
・
同
・

s－－
F

司－
N
玄）

広
幅
織
お
よ
び
カ
l
ジ
イ
織
の
長
さ
に
関
す
る
法
案
。
第
一
読
会
（
の
・
』
・
〈。－
－
F

喝
・
虫
色

広
幅
織
お
よ
び
カ
l
ジ
イ
織
の
長
さ
に
闘
す
る
法
案
。
否
決
（
の
・
し
『
－

s－－
F

匂・忠明）

毛
織
物
製
造
と
染
色
に
お
け
る
悪
弊
を
防
止
す
る
た
め
の
法
案
。
否
決
〈
の
・
』
・

5
－－
H

－
V
M怠）

羊
毛
と
毛
織
物
業
に
関
す
る
法
案
。
委
員
会
付
託
お
・
』
・
〈
。
－
－
H

－司－
N
怠）

末
仕
上
げ
の
毛
織
物
輸
出
を
規
制
す
る
法
案
。
廃
案

8
・
】
－
S

F

H
・匂・

8
N）

毛
織
物
の
正
し
い
製
造
と
査
察
に
関
す
る
法
案
。
廃
案
（
の
・
』
・
〈
。
－
・
戸
唱
・

8
N）

羊
毛
と
毛
織
物
業
に
関
す
る
法
案
。
廃
案
（
の
・
】
・
〈
O
F

－－司－
N
m
N）

あ
ら
ゆ
る
国
へ
の
貿
易
の
自
由
を
全
商
人
に
認
め
る
法
案
。
貴
族
院
と
の
合
同
討
議
（
の
・
同
・
〈。
F

F
司－
Nω
由）

あ
ら
ゆ
る
国
へ
の
貿
易
の
自
由
を
全
商
人
に
認
め
る
法
案
。
貴
族
院
と
の
合
同
討
議
の
報
告
。
次
期
議
会
の
た
め
に
法
案

を
準
備
す
る
委
員
の
任
命
（
の
・
同
－
S

F

H
・宅－
NmNlNmω
）

〕
内
は
三
月
二
五
日
を
年
度
始
め
と
す
る
旧
暦
を
一示
す。
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ジ
ェ
イ
ム
ズ
一
世
第
一
議
会
第
二
会
期
。

ピューリタン革命期庶民院の経済政策史年表

二ハ
O
五

一
一
・
五

一六

O
六

一
二
一
一一一二

二
八

三
O

一
一
・
一

一六

O
五
l
一
六

O
六
年

ス
ペ
イ
ン
貿
易
を
お
こ
な
う
商
人
の
法
人
化
を
検
討
す
る
委
員
会
（
の
・
』
・
〈
O
F
H
・司－
N
m
m）

七六五

独
占
を
抑
制
す
る
法
案
。
第
一
読
会
（
の
・
』
・
〈
O
F

－－喝－
N
m
m）

独
占
を
抑
制
す
る
法
案
。
委
員
会
付
託
〈
の
・
』
－
d
H
o

－－
F
匂・

8
3

ス
ペ
イ
ン
貿
易
を
お
こ
な
う
商
人
の
法
人
化
を
検
討
す
る
委
員
会
（
の
・
】－〈
O
F
F
司－
M
品
目
）

麻
織
物
の
正
し
い
製
造
に
関
す
る
法
案
。
第
一
談
会
、
否
決
（
の
・
］
〈
O
F
F
匂・

8
H）

末
仕
上
げ
の
染
色
織
物
の
輸
出
を
禁
じ
た
エ
リ
ザ
ベ
ス
治
世
第
八
年
の
法
令
を
説
明
す
る
た
め
の
法
案
。
第
一
読
会
（
の
・

ト
『
・

d
『
。
戸
H

・M
Y
N
m
N）

職
人
に
関
す
る
法
令
を
説
明
す
る
た
め
の
法
案
。
第
一
読
会
（
の
・
』
・
5
－・戸唱－

N
E）

ス
ペ
イ
ン
貿
易
を
お
こ
な
う
商
人
の
法
人
化
を
検
討
す
る
委
員
会
。
委
員
会
解
散
（
の
・
同
・

g－－
F

匂－
N
m
c

職
人
に
関
す
る
法
令
を
説
明
す
る
た
め
の
法
案
。
委
員
会
付
託
（
の
・
】
S

F

H
・唱－

N
E）

ピ
ン
製
造
業
者
の
法
人
化
を
認
め
る
法
案
。
第
一
説
会
（
の
・
】
・

5
－・戸匂・

8
6

ス
ペ
イ
ン
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
お
よ
び
フ
ラ
ン
ス
へ
の
自
由
貿
易
を
認
め
る
た
め
の
法
案
。
第
一
読
会
（
の
・
』
・
〈
o－－
F

匂・

N
m
h
R） 

ス
ペ
イ
ン
貿
易
を
お
こ
な
う
商
人
の
法
人
化
を
検
討
す
る
委
員
会
。
委
員
会
解
散
（
の
・
』
・

S

F

F
司・
N
田
町
）

ス
ペ
イ
ン
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
お
よ
び
フ
ラ
ン
ス
へ
の
自
由
貿
易
を
認
め
る
た
め
の
法
案
。
第
二
読
会
（
の
・
』
－

S

F

F
匂・

N
品
問
）

毛
織
物
の
正
し
い
製
造
に
関
す
る
法
案
。
第
一
読
会
（
の
－
H
・
5
－－
H

－唱・

8
3

毛
織
物
の
正
し
い
製
造
と
査
察
に
関
す
る
法
案
。
第
一
読
会
〈
の
・
』
－

da－－
H

－司・

8
∞）

ス
ペ
イ
ン
貿
易
を
行
う
商
人
の
法
人
化
を
検
討
す
る
委
員
会
。
委
員
会
解
散
（
の
・
］
〈
O
F
F
司・

Mg）

。五
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四

毛
織
物
の
正
し
い
製
造
に
関
す
る
法
案
。
委
員
会
付
託
（
の
・
］

g－－H

－唱－
N
叶O
）

毛
織
物
の
正
し
い
製
造
と
査
察
に
関
す
る
法
案
。
委
員
会
付
託
（
の
・
】
・
〈O
－・戸唱－

S
O）

職
人
に
関
す
る
法
令
を
説
明
す
る
た
め
の
法
案
。
委
員
会
か
ら
の
答
申
、
廃
案
（
の
・
同
－

s－－H

・喝
－
N
N）

末
仕
上
げ
の
染
色
毛
織
物
の
輸
出
を
禁
じ
た
エ
リ
ザ
ベ
ス
治
世
第
八
年
の
法
令
を
説
明
す
る
た
め
の
法
案
。
委
員
会
付
託

ハの
・
一『
・
〈O
F
F
司－
N
寸

ω）

ケ
ン
ト
お
よ
び
サ
セ
ッ
ク
ス
の
毛
織
物
の
正
し
い
製
造
に
関
す
る
法
案
。
第
一
読
会
（
の
・
］
S
F
H
・喝
－N
叶印）

ス
ペ
イ
ン
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
お
よ
び
フ
ラ
ン
ス
へ
の
自
由
貿
易
を
認
め
る
た
め
の
法
案
。
委
員
会
か
ら
の
答
申
、
法
案
の
正

門

1
）

書
化
〔
委
員
会
へ
の
付
託
は
こ
の
以
前
に
行
わ
れ
て
い
る
が
、
日
付
け
は
不
明
〕
（
の
・
』
－

s－・
同・唱－
N
叶印）

ス
ペ
イ
ン
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
お
よ
び
フ
ラ
ン

ス
へ
の
自
由
貿
易
を
認
め
る
た
め
の
法
案
。
成
立
（
の
－U

『－

da－－
戸喝－
N
∞
ω）

ス
ペ
イ
ン
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
お
よ
び
フ
ラ
ン
ス
へ
の
自
由
貿
易
を
認
め
る
た
め
の
法
案
。
貴
族
院
へ
送
付
（
の
・
】
－

g－
F

匂－
N

∞ω）

ハ
2
V

市
場
町
で
の
商
品
販
売
に
関
す
る
法
案
。
第
一
読
会
（
の
・
】

S
－
H

－匂
・
寸）

末
仕
上
げ
染
色
毛
織
物
の
輸
出
を
禁
じ
た
エ
リ
ザ
ベ

ス
治
世
第
八
年
の
法
令
を
説
明
す
る
た
め
の
法
案
。
委
員
会
か
ら
の

答
申

2
・
同
－
S
F
F
唱－
N
∞∞）

末
仕
上
げ
染
色
毛
織
物
の
輸
出
を
禁
じ
た
エ
リ
ザ
ベ
ス
治
世
第
八
年
の
法
令
を
説
明
す
る
た
め
の
法
案
。
成
立
（
の
－
H
・

d
o
－－
M
・匂－
M
∞∞）

市
場
町
で
の
商
品
販
売
に
関
す
る
法
案
。
否
決
（
の
・
同－

S

F

F
司－

S
H）

ピ
ン
製
造
業
者
の
法
人
化
を
認
め
る
法
案
。
委
員
会
付
託
（
の
・
］
d
o
－－
F

匂
－
S
H）

末
仕
上
げ
染
色
毛
織
物
の
輸
出
を
禁
じ
た
エ
リ
ザ
ベ
ス
治
世
第
八
年
の
法
令
を
説
明
す
る
た
め
の
法
案
。
貴
族
院
へ
送
付

〈の
・
』
・
〈
o－・戸同
Y
N由
H

）

す
べ
て
の
固
と
の
自
由
な
貿
易
に
関
す
る
法
案
。
委
員
会
付
託
〔
以
前
に
第
一
読
会
に
か
け
ら
れ
て
い
る
は
．
す
だ
が
、
日

付
は
不
明
〕
（
の
・
』・

8
－－H

－司－
N
由
N
）

独
占
を
抑
制
す
る
法
案
。
委
員
会
に
再
付
託
一
（
の
・
］
〈
o－－
H

・唱－

N
S）

レ
ノ
ク
ス
伯
爵
の
毛
織
物
検
査
に
関
す
る
特
許
状
を
苦
情
と
み
な
す
案
件
。

d
o
－－
H
・

目

y
N由
明
）

九
二
二

二
四

二
七四九九五

伯
爵
の
弁
護
士
か
ら
の
意
見
聴
取

（の
・
ぃ『・
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五

。
ス
ペ
イ
ン
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
お
よ
び
フ
ラ
ン
ス
へ
の
自
由
貿
易
を
認
め
る
た
め
の
法
案
。
貴
族
院
と
の
合
同
討
議
ハ
の
・
】
・

〈O
－－
H

－唱－
N

申｛））

す
べ
て
の
国
と
の
自
由
な
貿
易
に
関
す
る
法
案
。
委
員
会
メ
ン
バ
ー
の
追
加
（
の
・
』・
〈O
F

戸
唱
・呂町）

ス
ペ
イ
ン
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
お
よ
び
フ
ラ
ン
ス
へ
の
自
由
貿
易
を
認
め
る
た
め
の
法
案
。
貴
族
院
と
の
合
同
討
議
の
報
告

（
の
・
］
〈
O
F
H
・司
－N
喧∞）

羊
毛
仲
貿
い
に
関
す
る
特
許
状
。
討
論
、
お
よ
び
弁
護
士
か
ら
の
意
見
聴
取
（
の
－
H
－
da－－
戸喝－

N
S）

独
占
を
抑
制
す
る
た
め
の
法
案
。
成
立
、
貴
族
院
へ
送
付
〔
こ
れ
以
前
に
委
員
会
か
ら
の
報
告
、
法
案
の
正
醤
化
が
お
こ

な
わ
れ
て
い
る
は
ず
だ
が
日
付
は
不
明
〕
〈
の
・
同
・
8
－－
F

匂・

8
0〉

ピ
ン
製
造
業
者
の
法
人
化
を
認
め
る
法
案
。
廃
案
（
の
・
】
・
〈
。
－
－

H－喝・
8
H）

ス
ペ
イ
ン
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
お
よ
び
フ
ラ
ン
ス
へ
の
自
由
貿
易
を
認
め
る
た
め
の
法
案
。
貴
族
院
と
の
再
度
の
合
同
討
議

〈の
・
し『〈
o－－
F

同y
ω
O
H〉

t
T
毛
仲
買
い
に
関
す
る
特
許
状
。
苦
情
の
原
因
で
は
な
い
と
判
断
（
の
・
］

s－－
F

匂・

8
8

ス
ペ
イ
ン
貿
易
を
お
こ
な
う
商
人
の
法
人
化
を
検
討
す
る
委
員
会
。
（
の
同
・
5
－－
H

－匂・

8
6

ス
ペ
イ
ン
貿
易
商
人
の
自
由
貿
易
法
案
へ
の
反
対
意
見
に
関
す
る
報
告
（
の
］

g－・
戸匂・

8
5

ス
ペ
イ
ン
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
お
よ
び
フ
ラ
ン
ス
へ
の
自
由
貿
易
を
認
め
る
た
め
の
法
案
。
ス
ペ
イ
ン
貿
易
商
人
の
法
案
へ
の

反
対
意
見
に
関
す
る
報
告
。
〈
の
・
』・

3
－・戸喝・

8
6

ス
ペ
イ
ン
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
お
よ
び
フ
ラ
ン
ス
へ
の
自
由
貿
易
を
認
め
る
た
め
の
法
案
。
修
正
さ
れ
て
食
族
院
よ
り
戻
る

（の・』・
4
0
F
H
・同
M

・ω
O
A
F
一）

す
べ
て
の
固
と
の
自
由
な
貿
易
に
関
す
る
法
案
。
修
正
さ
れ
て
貴
族
院
よ
り
戻
る
〔
こ
れ
以
前
に
委
員
会
か
ら
の
答
申
、

正
審
化
、
成
立
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
が
日
付
は
不
明
〕
〈
の
・
同
－
da－－
F

喝
・
8
3

ス
ペ
イ
ン
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
お
よ
び
フ
ラ
ン
ス
へ
の
自
由
貿
易
を
認
め
る
た
め
の
法
案
。
貴
族
院
の
修
正
に
同
意
（
の
・
』・

〈O
F
H
・同
M

・ω
C
日）

毛
織
物
の
正
し
い
製
造
に
関
す
る
法
案
。
委
員
会
か
ら
の
答
申
、
正
蓄
化
（
の
・
同
－
S
F
戸匂・

8
S

毛
織
物
の
正
し
い
製
造
お
よ
び
査
察
に
関
す
る
法
案
。
廃
案
（
の
・
同
－
S
F
戸司・

8
S

毛
織
物
の
正
し
い
製
造
に
関
す
る
法
案
。
第
三
読
会
（
の
・

一『・
da－－
F

匂・
ω
H
O
）

七六
一一六

二
八五七七
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（

1
〉

ハ
2
）

一
毛
織
物
の
正
し
い
製
造
に
関
す
る
法
案
、
討
論
、
成
立
、
貴
族
院
へ
送
付
（

2
3こ・
2
5

〔
〕
内
は
筆
者
の
挿
入
。
以
下
同
様
。

？
印
は
、
イ
ン
デ
ク
ス
に
は
あ
る
が
確
認
で
き
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。
筆
者
の
見
落
し
か
も
し
れ
な
い
。

九

ジ
ェ
イ
ム
ズ
一
世
第
一
議
会
第
三
会
期
。

一六

O
六
l
一六

O
七
年

一六

O
六

一
一
・
二
五

一六

O
七

一
了
一
七

一一一二
三

二占ハ

一一一・一

O
一一一一

五

・

四
一一六九

ス
ペ
イ
ン
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
お
よ
び
フ
ラ
ン
ス
へ
の
自
由
貿
易
を
認
め
る
た
め
の
法
律
を
説
明
す
る
法
案
。
第
一
読
会
（
の
・

』・〈
O
F
H
・司・
ω
N
A
F
一）

ス
ペ
イ
ン
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
お
よ
び
フ
ラ
ン
ス
へ
の
自
由
貿
易
を
認
め
る
た
め
の
法
律
を
説
明
す
る
法
案
。
委
員
会
付
託

（（
U

・
』・
4
O
F

－－同
M

・ω同日）

ス
ペ
イ
ン
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
お
よ
び
フ
ラ
ン
九
へ
の
自
由
貿
易
を
認
め
る
た
め
の
法
律
を
説
明
す
る
法
案
。
委
員
会
か
ら
の

答
申
・
正
番
化
（
の
・
同
－

z－・戸司・
ω
N
由）

ス
ペ
イ
ン
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
お
よ
び
フ
ラ
ン
ス
へ
の
自
由
貿
易
を
認
め
る
た
め
の
法
律
を
説
明
す
る
法
案
。
成
立
、
貴
族
院

へ
送
付
（
の
・
同
－

da－－
H

・℃－

S
叶）

毛
織
物
の
正
し
い
製
造
に
関
す
る
法
案
。
第
一
読
会
（
の
・
同
・
〈
O
F

－－司－

g
m）

ロ
グ
ウ
ッ
ド
〔
の
使
用
〕
を
廃
止
す
る
た
め
の
法
案
。
第
一
読
会
（
の
・
』
・
〈
O
F

－－匂・

8
由）

毛
織
物
の
正
し
い
製
造
に
関
す
る
法
案
。
委
員
会
付
託
（
の
－

Hda－－
F

司・お由）

．

ロ
グ
ウ
ッ
ド
〔
の
使
用
〕
を
廃
止
す
る
た
め
の
法
案
。
否
決
〈
の
－

H
S
F
H－司・

2
N）

ロ
グ
ウ
ッ
ド
〔
の
使
用
〕
を
廃
止
す
る
た
め
の
新
法
案
。
第
一
読
会
（
の
・
』
・

5
－・戸唱・

8
H）

毛
織
物
の
正
し
い
製
造
に
関
す
る
法
案
。
委
員
会
か
ら
の
答
申
、
正
蓄
化
（
の
・
】
・

5
戸
戸
喝
・

8
3

ロ
グ
ウ
ッ
ド
〔
の
使
用
〕
を
廃
止
す
る
た
め
の
第
三
法
案
。
第
一
説
会
（
の
・
し
『
・

5
－・
戸匂・

8
5
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ム
ハ
・
二

O
三
O

七
・
一

一一一四
一一一二一五

毛
織
物
の
正
し
い
製
造
に
関
す
る
法
案
。
第
三
議
会
、
委
員
会
へ
再
付
託
（
の
・
』
・
4
0
F
H
－唱・
ω叶
N
）

毛
織
物
の
正
し
い
製
造
に
関
す
る
法
案
。
委
員
会
か
ら
の
答
申
、
修
正
、
成
立
（
の
・
』
－
da－－

H

－唱－

S
N）

ロ
グ
ウ
ッ
ド
〔
の
使
用
〕
を
廃
止
す
る
た
め
の
新
法
案
。
否
決
〈
の
－

U

『・
4
0
－・
戸唱・
ω芯）

ロ
グ
ウ
ッ
ド
〔
の
使
用
｝
を
廃
止
す
る
た
め
の
第
三
法
案
。
委
員
会
付
託
〈
の
・
】・

5
－－
F
司・
ω三）

ロ
グ
ウ
ッ
ド
〔
の
使
用
〕
を
廃
止
す
る
た
め
の
第
三
法
案
。
法
案
に
関
す
る
請
願
、
廃
案
（
の
－
H
－

Ja－－
F

司
－M
∞由）

毛
織
物
の
正
し
い
製
造
に
関
す
る
法
案
。
修
正
さ
れ
て
食
族
院
よ
り
戻
る
（
の
・
同
－

s－－同・司・
ω
∞喧）

毛
織
物
の
正
し
い
製
造
に
関
す
る
法
案
。
修
正
案
の
読
会
、
委
員
会
付
託
（
の
・
】
－

s－－
F

ヲ
ω
∞唱）

毛
織
物
の
正
し
い
製
造
に
関
す
る
法
案
。
第
三
説
会
（
の
・
】
・
4
0
－－
F

匂－

S
O）

毛
織
物
の
正
し
い
製
造
に
関
す
る
法
案
。
貴
族
院
へ
再
送
付
（
の
・
』
・
4
色－
H

－匂・

8
0）

毛
織
物
の
正
し
い
製
造
に
関
す
る
法
案
。
議
長
、
国
主
と
面
会
、
国
王
の
認
下
。
〈
の
・
』
・
4
0
－
・
戸
喝
・
3
H）

ジ
ェ
イ
ム
ズ
一
世
第
一
議
会
第
四
会
期
。
三
六

O
九
｜
〕

二ハ一

O
年

一
一
・
二
一二

四
一一六

三
・
一一O一一一

一
五一七

二
九

四
・
二
ハ

毛
織
物
工
業
の
状
態
を
検
討
す
る
委
員
会
の
設
置

2
・
－
d
o－－
H

・喝－

g
e

行
商
人
や
小
商
人
に
関
す
る
法
案
。
第
一
説
会
、
否
決
ハ
の
－
M
－
da－－
F
喝・

3
3

刷
毛
工
、
紡
毛
工
、
織
布
工
な
ど
に
よ
る
不
正
を
防
止
す
る
た
め
の
法
案
。
第
一
読
会
（
の
－

U

『－

d
o－－
F

喝－
A
8
0
）

刷
毛
工
、
紡
毛
工
、
織
布
工
な
ど
に
よ
る
不
正
を
防
止
す
る
た
め
の
法
案
。
妥
員
会
付
託
（
の
－
H

S

F

戸
ヲ
怠
ω）

毛
織
物
工
業
に
お
け
る
悪
弊
を
防
止
す
る
た
め
の
法
案
。
第
一
読
会
〈
の
・
』
・
4
0
－－H

－喝・

8
8

ロ
グ
ウ
ッ
ド
を
用
い
て
染
色
を
行
う
悪
弊
を
防
止
す
る
た
め
の
法
案
。
第
一
読
会
（
の
・
同
・
4
0
F
F

喝・

8
由）

毛
織
物
工
業
に
於
け
る
悪
弊
を
防
止
す
る
た
め
の
法
案
。
委
員
会
付
託
ハ
の
・
同
・

5
－
・
戸
司
・
企
同
）
〔
委
員
会
名
は
「
毛
織

物
工
業
に
関
す
る
大
委
員
会
」
〕

毛
織
物
お
よ
び
麻
織
物
に
お
け
る
不
正
を
防
止
す
る
た
め
の
法
案
。
第
一
読
会
（
の
・
し
『
・

ds－－
F

喝・念日）

ロ
グ
ウ
ッ
ド
を
用
い
て
染
色
を
行
う
悪
弊
を
防
止
す
る
た
め
の
法
案
。
委
員
会
付
託
（
の
・
】
－
S

F

F

匂－丘町）

不
適
当
な
時
期
の
行
商
を
禁
ず
る
た
め
の
法
案
。
第
一
読
会
（
の
・
』
・
4
0
F
F

匂・寸）
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七

五

・

二
二一一一

六
・
一一一一一八

不
適
当
な
時
期
の
行
商
を
禁
ず
る
た
め
の
法
案
。
委
員
会
付
託
（
の
・
』
・

g－－
H

－
司
・
ゆ
）

不
適
当
な
時
期
の
行
商
を
禁
ず
る
た
め
の
法
案
。
委
員
会
か
ら
の
答
申
、
正
蓄
化
（
の
・
】
・

5
－－H

－司
・
13

羊
毛
〔
売
買
〕
に
お
け
る
不
正
を
禁
ず
る
た
め
の
法
案
。
第
一
説
会
、
否
決
（
の
・
』・

4
0
－
・
戸
喝
・
お
同
）

ロ
グ
ウ
ッ
ド
を
用
い
て
染
色
を
行
う
悪
弊
を
防
止
す
る
た
め
の
法
案
。
委
員
会
か
ら
の
答
申
、
否
決
（
の
・
』
－

s－－
F

司－
A
F

一
W
A
F

一）

不
適
当
な
時
期
の
行
商
を
禁
ず
る
た
め
の
法
案
。
成
立
（
の
・
』
・

5
－
・
戸
唱
・
心
）

刷
毛
工
、
紡
毛
工
、
織
布
工
な
ど
に
よ
る
不
正
を
防
止
す
る
た
め
の
法
案
。
成
立
、
食
族
院
へ
送
付
（
の
・
』
・

5
－－
F
司・

主回）

ジ
ェ
イ
ム
ズ
一
世
第
二
議
会
。

四
・
一
二一四一

五一O

五

一
六
一
四
年

O六四二

フ
ラ
ン
ス
貿
易
組
合
に
対
す
る
苦
情
。
「
苦
情
に
関
す
る
委
員
会
」
に
よ
る
検
討
ハ
の
・
］

g－・
戸
唱
・
怠
。

フ
ラ
ン
ス
貿
易
組
合
に
対
す
る
苦
情
。
該
組
合
「
苦
情
に
関
す
る
委
員
会
」
に
出
席
（
の
・
］
〈
O
F

－－司
・念品）

フ
ラ
ン
ス
貿
易
組
合
に
対
す
る
苦
情
。
該
組
合
「
苦
情
に
関
す
る
委
員
会
」
に
出
席
（
の
－
H
・
〈O
F

－－喝・念品）

ガ
ラ
ス
製
造
の
特
許
状
に
関
す
る
報
告
。
特
許
状
「
苦
情
に
関
す
る
委
員
会
」
へ
提
出
（
の
・
］

da－－
H

－司・念由）

フ
ラ
ン
ス
貿
易
組
合
に
対
す
る
苦
情
。
委
員
会
報
告
お
よ
び
討
論
、
特
許
状
「
苦
情
に
関
す
る
委
員
会
」
へ
提
出
（
の
・

』・
〈O
F

－－唱・品目由
一）

フ
ラ
ン
ス
貿
易
組
合
に
対
す
る
苦
情
。
特
許
状
庶
民
院
へ
提
出
（
の
・
同
－

da－
－
戸
司
・
会
同
）

ガ
ラ
ス
製
造
の
特
許
状
に
関
す
る
再
度
の
報
告
該
特
許
状
を
独
占
と
認
定
（
の
・
］

S
F
戸
司
・
ミ
N
）

ガ
ラ
ス
製
造
の
特
許
状
下
院
に
提
出
さ
る
（
の
・
』
・
〈
o－－H

－喝－

Aqω
）

毛
織
物
の
染
色
お
よ
び
仕
上
げ
の
特
許
状
に
関
す
る
討
論
、
該
特
許
状
を
庶
民
院
の
全
体
委
員
会
に
付
託
〈
の
－
－

s－－

戸
署
・
怠
H
l
ム申
N
）

310 



'¥llヤ 4'・i<1，起総川純4f1〔1iく110ー〕 1 i( 111 .母

同
門
的

総 11屠~

組事控除Eぜ以冨t,,tQ認縄（C.D. vol. II, pp. 29ー31.vol. IV, pp. 19-20, vol. V, pp. 3-4, 439-440.) 
縦断必震¥¥PunK会J矧僧｛t,,tQ.；..！迫Q泌総。総it揺~’ ． ；招縫（C. J. vol. I, p. 513) 

朴叩限em(也也記泌総。総 l’S虫lu濯~’縦直（~:Ii:~’ 若草l只 -R心Q~岡田記援面否（C. J. vol. I, pp. 520ー 1,

C. D. vol. II, pp. 75ー79,vol. IV, pp. 49ー50,vol. V, pp. 456-458, vol. VI, p. 431) 

:ffトw.；耳吋'6\IP覇軍岩手H総主」窓t,,rQ蜘唖I(~ (C. D. vol. IV, pp. 65-66, vol. V, pp. 468-469) 

朴叩お吋'6\IP援蓉H線以思守岡崎4く糊唖I(~ (C. D. vol. IV, pp. 95-98) 

朴W思~~~t,,rQ~言語星 (C. D. vol. VI, p. 6) 

樫H華民副総騒＂＂＇科諺lモEぜ ~~t,,rQ；認縫（C. J. vol. I, p. 527, C. D. vol. II, pp. 137ー 140,vol. IV, pp. 

104-106, vol. V, pp.14, 490-493, 513-518, vol. VI, pp.10ー12,295-300) 

,t-叫ーえ＇r<iiQ也包醤店主！冨t,,rQ泌総。総 l~，軍側（C. D. vol. IV, p. 103, vol. VI, p. 9) 

事再築1モ民主！毘t,,rQ令鰍唖I(~ (C. D. vol. IV, pp.112-113, vol. V, pp. 261-293, 523-529, vol. VI. pp. 

15-18) 

も尚一え×護fQ佃岳面否;;:r; 以 ~t,,rQ泌総。総1U，信~’お緩（C. D. vol. II, p. 152, vol. IV, p. 119, vol. 

V, pp. 19, 268) 

:ffト11P臣盟主i思t,,rQ鰍唖I(~ (C. D. vol. V, pp. 26-28) 

てお刊、ァ -4'r< I ＝組話E割総回社Q¥¥11量産毒雲QP-:j..:i.：，毒事封盟主」冨t,,rQ巡縁側側証E唄JキJrQ.j..!-£ Q泌総。

(C. J. vol. I, p. 546) 

E 王、もれ弘主！~t,,予（）＊話線。総 I ＃，忌~ (C. J. vol. I, p. 546) 

軍民事耳~還\\PunK~州地｛t,,rQ.;..! ~ Q#,1~0 鰍唖（~:Ii:~ (C. J. vol. I, p. 548) 

l'¥Iトλr<＆耳目容ii¥4,tIQ護主総訴。「判nla!主」冨t,,rQ蜘ai!I(~」 ぐ慰霊（C.J. vol. I, p. 549) 

Cl 王、,t-l¥ 込 ~~t,,rQ泌総。 ~1U，宮司~ (C. J. vol. I, p. 549) 

I( Iトーネ士 i樫－＜ ~~t,,rQ業者起訴。剣若1＂＂－＇総似（C. J. vol. I, p. 552) 

1 l.l,l 

11 

同

長

10 

111 
I Ill 

11・4く
I Ill 
1固

I 1く
I 1111 
I lg[ 
IHく

－
 1

 
1
 

wm川
守
刑
制
緩
謡
偲
出
掛

Q
M
歯
医
，
K
密
告
詩
、
λ

気

E
l

，

J
U



四
－
一

O

羊
毛
売
貨
自
由
化
法
案
。
委
員
会
か
ら
の
答
申
、
討
論
（
の
・
】
－

S
一－
F

宅－

mmNlω
・。・

0
・〈
o－－ロ・

3
－
M
E
I
N－寸）

ス
テ
ー
ブ
ル
商
人
の
毛
織
物
売
買
に
つ
い
て
（
。
・
0
・〈
O
F

ロ・

3
・
3
1
8）

貨
幣
不
足
に
関
す
る
委
員
会
か
ら
の
報
告
（
の
－

u・
5
－
・
ロ
・
宅
－

NHMIN－
品
・
エ
喧
｜
四
日
0
・
5
一
・
〈
・
宅
・

8
1
3・
5
一－

〈
H

－宅・

3
・
g
l
E）

羊
毛
売
買
の
自
由
化
に
つ
い
て
〈
の
・

0
・〈
o－－
H

〈・

3
一・
5
0
1
5
S

‘

独
占
禁
止
法
案
。
第
一
読
会
（
の
・

0

5－
2
．・目

y
窓口）

特
許
状
付
与
に
反
対
す
る
エ
ド
ワ
ー
ド
・
コ

l
ク
の
演
説
（
の
・
』
・
〈O
－・
同・匂－
Q

）

マ
ー
チ
ャ
ン
ト
・
ア
ド
ヴ
ェ
ン
チ
ャ
ラ
l
ズ
お
よ
び
も
ぐ
り
商
人
双
方
か
ら
の
意
見
聴
取
（
の
・
巴
－

g－－〈・目
u
・
8
3

フ
ラ
ン
ス
貿
易
組
合
の
特
許
状
。
「
苦
情
に
関
す
る
餐
員
会
」
に
提
出
〈
の
・
］
〈
O
－－
F

唱・

8
3

独
占
禁
止
法
案
に
つ
い
て
の
報
告
（
の
・
0
・
5
－・同〈
J

同Y
H
叶ω）

ス
ペ
イ
ン
貿
易
商
人
が
自
由
貿
易
を
規
制
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
（
の
・

0
・
5
F
〈
戸
ヲ
叶
∞
）

ウ
ェ

l
ル
ズ
織
の
自
由
取
引
に
関
す
る
法
案
。
報
告
、
討
論
J

委
員
会
へ
の
再
付
託
（
。
・

0
・
5
－・

2
．・同
y
同斗品・

g－－

〈・司・

2ω
）

商
工
業
の
衰
顔
に
関
す
る
討
論
（
の
・
。
・

5
－－同〈・

3
・H

叶
印
｜
ロ
叶
）

貨
幣
不
足
に
関
す
る
委
員
会
（
《
M

・
o・
5
－
〈
・
唱
・

2
S

独
占
禁
止
法
案
に
関
す
る
報
告
（
の
・
。－

S
F
H
J〉同
y
g叶
llg∞）

副
知
劾
さ
れ
た
特
許
状
に
基
く
告
訴
を
す
べ
て
停
止
せ
よ
と
の
覚
書
き
（
の
・
】
－
〈
O
F

－－唱・ゆ）

ウ
ェ

l
ル
ズ
織
の
自
由
取
引
に
関
す
る
法
案
。
法
務
長
官
ヒ
l
ス
の
報
告
（
。
・
0
・
S
F
H〈・司・
5
5

商
エ
業
と
小
売
商
人
に
関
す
る
エ
ド
ウ
ィ
ン
・
サ
ン
デ
ィ
ス
の
報
告
（
の
・

0
・
S
F
口・

3
・
M
a
l
s
o－
S
F
H
J〉
署
・

丘町
lNH∞）

各
貿
易
組
合
に
よ
る
貿
易
の
状
態
に
関
す
る
報
告
（
の
－

u
s－
－
ロ
コ
宅
－

NN叶
l
自国）

各
貿
易
組
合
に
よ
る
貿
易
の
状
態
に
関
す
る
報
告
〈
の
・

0
・
5
F
H〈
・
宅
－

N
Sー
呂
田
）

毛
織
物
工
業
委
員
会

．（の・

U
・
8
｝・〈・

3
・
m
g
l
g叶〉

サ
ー
ジ
織
、
パ
ベ
チ
ュ
ア
ナ
織
の
正
し
い
製
造
に
関
す
る
法
案
。
第
一
説
会
（
の
・
』
・

5
一－

H－句
・日
a
・。
－
U
－
S
F
H〈．

匂－

Nω
同〉

七五四。一二ハ
一一一一一六七
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三
O

五

・

二一一一 九

商
工
業
委
員
会
か
ら
の
報
告
（
の
・
0
・

s－
－
ロ
・
宅
－

M
g
l
N由叶・

s－
－
〈
・
宅
－
a
｜
芯
）

毛
織
物
製
品
の
販
売
促
進
に
関
す
る
法
案
ハ
の
・
】
－
S
F
F
句
－
m品
目
・
。
・
ロ
－

s－・阿国戸間
M

・
5
・
S
一－〈・同
Y
S
3

フ
ラ
ン

ス
貿
易
組
合
の
特
許
状
。
「
苦
情
に
関
す
る
委
員
会
」
に
提
出
ハ
の
・
』・

5
－
・
戸
匂
－
g
N）

学
毛
輸
止
禁
止
法
案
。
第
一
読
会
合
・
』
・
8
｝－
F
喝
－
g
N）

毛
織
物
製
品
の
販
売
促
進
に
関
す
る
法
案
。
委
員
会
付
託
〈
の
・
』
・

ιo－－
H

－唱
・叩
8
・。
・
0
・
5
－・
2
．・同
y
N品目）

商
工
業
と
貨
幣
に
関
す
る
小
委
員
会
（
の
・
。
・

5
－・
ロ
戸
署
－

a
i
m－）

ウ
忌

l
ル
ズ
織
の
自
由
取
引
に
関
す
る
法
案
（
の
－
o
d
a－－
戸
署
・

ω
コluH∞－
S
F
ロ
戸
署
－
S
I
S－
4
0
－－

H〈
・
同
y

N
叩N
・
〈
o－
〈
・
司
・

2
∞・
4
0
F

〈
H

・唱・唱。

商
工
業
に
関
す
る
大
委
員
会
ハ
の
・

0
・〈
o－－
E
－同省
－
a｜
立
）

ス
テ
ー
ブ
ル
商
人
の
毛
織
物
輸
出
の
自
由
を
回
復
す
る
た
め
の
法
案
。
第
一
説
会
（
の
・
］
〈
。
－
・
戸
唱
－
S
N）

フ
ラ
ン
ス
貿
易
組
合
の
特
許
状
に
反
対
す
る
請
願
（
の
・
】－

s－－
H

－喝－

S
N）

貨
幣
お
よ
び
商
工
業
に
関
す
る
委
員
会
（
の
・
0
・
4
0
－－
戸
署
・

3
十
l
s
a）

羊
毛
売
買
自
由
化
法
案
。
第
三
読
会
、
正
書
化
（
の
・

0
・
da－－
ロ同・

3
・ω
ロl
s
o）

マ
ー
チ
ャ
ン
ト
・
ア
ド
グ
Z

ン
チ
ャ
ラ
l
ズ
の
特
許
状
。
「
苦
情
に
関
す
る
委
員
会
」
で
検
討
（
の
・
同
－

g－
－
戸
唱
－

sc

種
々
の
特
許
状
に
対
す
る
苦
情
（
の
・

U
・
5
－－
〈
・
宅
－

HO日
1
1
5
S

種
々
の
組
合
に
よ
る
毛
織
物
輸
出
の
統
制
に
つ
い
て
（
の
－

U
・
5
－－〈・目
y
a
H）

す
べ
て
の
国
へ
の
自
由
貿
易
を
認
め
る
法
案
に
つ
い
て
。
第
一
読
会
（
の
－
－

S
F
F
唱・日
8
・
。
・
0
・

da－－
HHH・
3
・

Hom－－
HO叶・

S
F
H〈・同省－
Nコ
ト
ミ
ω・
4
0
－－〈・司司－

H
S
I
H
S－
ω叩
ω
l
a品・

ds－－
〈
戸
署
－
g
叶
1
5
8

羊
毛
輸
出
禁
止
法
案
。
委
員
会
付
託
（
の
・
同
－
d
o
－
－
戸
唱
－
S
叶）

ロ
グ
ウ
ッ
ド
に
関
す
る
特
許
状
。
「
苦
情
に
関
す
る
委
員
会
」
に
提
出
〈
の
・
』－
da－－戸唱－
g
N）

フ
ラ
ン
ス
へ
の
自
由
貿
易
に
関
す
る
法
案
。
第
一
読
会
（
の
－
H
・
4
0
戸
戸
司
・
8
叩）

毛
織
物
工
業
を
維
持
す
る
た
め
の
法
案
。
第
一
読
会
（
の
・
同－

da－－
戸
匂
－
g叩）

マ
ー
チ
ャ
ン
ト
・

7
ド
ヴ
ェ
ン
チ
ャ
ラ
l
ズ
に
介
入
す
る
な
、
と
の
国
王
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
〈
。
・

0
・
d
o
－－
同
HF
目y

回
明
日
可
句

〈
O
F
H〈・問者－
M
g
l
S申）

羊
毛
売
買
自
由
化
法
案
。
ハ
リ
フ
ァ
ク
ス
に
関
す
る
条
件
付
き
で
正
蓄
化
（
。
・
0
・
4
0
－－J

〉
句
．8
H）

四
二
六

二
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同 I \l\l語語審叶総会l書量殺がの4」 ~Q泌総。縦唖It:~;t:~ (C. J. vol. I, p. 609) 

I' II'\λκ 母耳目障 !s辺司aQ曜と紘録。「Maia! 主l窓-t,-1-0蜘旺\l(~J 12.曜耳33:(C. J. vol. I, p. 609) 

平 I I¥ Iトートえ僅－＜ Qllt'覇軍毒宇~33:Q佃留拠固鰯4問的ぷ迫 Q泌総。鰍哩It:~:t:~ (C. J. vol. I, p. 612, C. D. 

vol. II, p. 351, vol. Ill, pp. 188ー 190,vol. IV, p. 316, vol. V, pp. 149ー 150,vol. VI, pp. 142-143) 

く ｜ Pーか争入 4 ・ト：，.:r:,. H入ホ＋ II'¥ -'r< Q掌綜若手ば凶事Zi岡崎覇軍IR長必Q料E噌長（C.J. vol. I, p. 613, 

C. D. vol. III, p. 199, vol. IV, p. 318) 

111 I 令－・.＼護軍将吋るて YYト d ト恥若草Q同J ム毒事鋼主l~-t,-1-0灘鍬。縦唖It:~:t:~ (C. J. vol. I, p. 619, C. D. 

vol. II, p. 360, vol. III, p. 234) 

害訴.I{!韓日~泌総。総川憾~ (C. D. vol. IV, pp. 333ー334)

I gi I トーか争入ι・ト：，.:r:,. “入ホ＋ II'\ ー× Q~紘長以lば友4岡崎 Cinque Ports Q結露’~吋p,\J.i;; 以盤←時
~縄（C. J. vol. I, p. 620, C. D. vol. II, pp. 364-365, vol. 111, pp. 245-248, vol. IV, pp. 337-

339, vol. V, pp. 162ー 163)

弘一 Ii 号、 h 覇軍Q電車事号H会l謝（重量...）~。吋z、低劇場薬品l楼剖-t,-1-0.;L 泡Q泌総（C.J. vol. I, p. 619) 

I 1( I ~ II'¥κ嵐嬬Q業紘訴μ置が時制E。悩詐紘録制如鍵Q医図必需制（C.J. vol. I, p. 622) 

-t-H ーえ K覇軍Q佃宙誕百Z主I冨＋－1-0m~。思l...:l側,lWな-lWt-' $（争当~~＆臨時（C. D. vol. 111, pp. 271-272, 

vol. IV, p. 352) 

島正也容Q佃也会I隙終JPーか争 λ，ι．ト：，.'.t、Hλ11--+11'-'r<U.凶1買いIQCinque Ports Q経騒（C.D. vol. 

V, p, 378) 

I .¥1 Iトーか＋ λι.t--:,. :r:,. H 入ホキ＇＂ー× 11.~友-t,-1-0 :-, P平気品治＋－ Q機騒（C.D. vol. II, pp. 379ー

380) 

，；：阻員長；＆ Q 草露，＜拠調巨剖＋－ 1-0士祖母端。縦唖It:~ 手ミ心Q絢岳（C. D. vol. IV, pp. 357-359) 

lく I ;flト叩限眠也也記泌鰍。鰍叫矧ふ必Q絢怪’出鰯迂（C.J. vol. I, pp. 624-625, C. D. vol. II, p. 381, 

vol. III, pp. 288一289,vol. IV, pp. 361-362, vol. V, p.173, vol. VI, p. 165) 

1 llsI I ＂川 K原嶋弱。Qま紘ず悩弱。「如準以毘←の鰍叫釧J12.33:怪（C.J. vol. I, p. 626) 

Cinque Ports ~吋pl" 一小争入ム・ト·：，.. :i:,. tl入ホ＋ 11'\ －×辺冨-t,-1-0鰍咽It:~ (C. D. vol. III, pp. 300-301) 

4v同
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的
同
伺

:j!十11¥J引尽a低価也記泌総。 tr;;緩P 怪科（C.J. vol. I, pp. 627-628, C. D. vol. II, pp. 392-394, vol. IV, 

pp. 378-379, vol. V, p.177, vol. VI, pp. 170-171) 

:j!十W毎週尊IR-:!:l泌総。縦;m(~-R<.0Q絢岳’鰍哩ir:~I偉:t:~’ 1億総岳’同観者：！ (C. J. vol. I, p. 628) 

Pーか争入品.r,._＇.ムモ、H入ホ争 ll¥ー「k主H定t,IQ量産IF!Q如是主（C.D. vol. V, pp. 379-380) 

軍民自l{Q震11\JanK~母｛地［t,IQ.;2浴Q泌総。鰍也l(~-R&Q絢骨’出納会：！ (C. J. vol. I, p. 630) 

怪H華民主lgjK t, IQ ttn準以や ~ν （C. D. vol. III, pp. 344ー345)

1モ~~窓炉心tr;;緯（C. D. vol. V, pp.185, 189-190) 

岳、 “一え＇r< 重喜＠也也長；；；~盟t,IQ封1~。告主判（C. D. vol. III, pp. 65-67, vol. IV, p. 252, vol. V, pp. 

93-94, 346, vol. VI, p. 94) 

~毒自 Q!iJi(m草剤事n-i'J個個以や：Lν （C. D. vol. IV, pp. 398-399) 

劇惚E回以gjKt,IQ認縄（C.D. vol. II, pp. 422-423, vol. III, pp. 390-391. 393-396, 404, vol. IV, 

pp. 408, 411, vol. VI, p. 3四）

~持担 Q団耳目草~友t,IQ阻同 Q傾€ (C. D. vol. IV, p. 415, vol. V, p. 98, 198, 396) 

場j岳会J~烈J’~語l:Q健司会j益：-:!:lt,IQ.;.l 舟 Q泌総（C. D. vol. II, p. 432, vol. III, pp. 427-429, vol. 

IV, pp. 43ゆー431)

κ1ト一、え僅くみ心Q縫露。読ま 1 ＃濯41-i’「ttn~叫gjK t, IQ縦liil(｛~J 以 ~~ν悌絡（C. J. vol. I, p. 643) 

l'(iト－・！＇，え短－＜ Qllt'量産毒事審迫Q也包拠団側t,IQ泌総（C.D. vol. II, pp. 443-444, vol. III, pp. 442一
444, vol. V, p. 403, vol. VI, p. 195) 

F ーかキ〉ム・ p、 '.L・！！）.刊 λYトキ w、一×みJ~喜喜t,IQ.;.l~Q＊路線（C. D. vol. IV, p. 435) 

κ1ト－·！＇，ミ者Eく£心Q総題。「如星空以gjKt,IQ縦－~J ~お~ν圏中縫（C. J. vol. I, p. 651) 

朴llt'~3:i語版-:!:l泌総。 fflRIIU，濯~’ tr;;緩（C. J. vol. I, p. 653) 

朴11\J~週語版-:!:l 以gjKt,IQ若草泌総。 fflR1' 1U短41-i’鰍唖l('*:t:紹（C.J. vol. I, p. 658) 

樫H鰍Q縦騒以毘t,IQ;tr;;縄（C.J. vol. I, p. 658) 

~ 11¥ Ki誕到llllQ:¥t?紘訴以5(t,IQ量三!W(C. J. vol. I, p. 668) 

κ1トー＂I',支持主－＜ふ＆Q権II'~手司a’ ~lW (C. J. vol. I, p. 66θ） 
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ジ
ェ
イ
ム
ズ
一
世
第
四
議
会
〔
一
六
一
一
一
一
一
｜
〕

二
－
二
四

一一占ハ

一
一
一
・
一
一三

一
六
二
四
年

四

独
占
禁
止
法
案
。
第
一
読
会
（
の
・
同・〈
o－－H

・喝－

S
N）

独
占
禁
止
法
案
。
委
員
会
付
託
（
の
・
』
・

da－－
同・司・申立）

羊
毛
売
買
自
由
化
法
案
。
第
一
読
会
（
の
・
』
－

da－－
H

・句・叶
N
C

羊
毛
輸
出
禁
止
法
案
。
第
一
読
会
（
の
・
］
S

F

H
－司
・芯罰）

毛
織
物
の
正
し
い
製
造
に
関
す
る
法
案
（
の
・
】
－
〈O
F

－－司
・叶
N
C

商
工
業
問
題
を
検
討
す
る
大
委
員
会
。
取
級
う
諸
問
題
に
つ
い
て
の
朗
報
告
（
の
・
』
・
〈
口
一
－
H

－司・芯∞）

ス
テ
ー
ブ
ル
商
人
の
毛
織
物
輸
出
の
自
由
を
回
復
す
る
法
案
。
第
一
読
会
〈
の
・
』
・

5
－－
H

－司・芯∞）

羊
毛
輸
出
禁
止
法
案
。
委
員
会
付
託
（
の
－
Hda－－
戸唱－

ao）

毛
織
物
の
正
し
い
製
造
に
関
す
る
法
案
。
委
員
会
付
託
〈
の
・
』－

da－－
H

－
喝
・
吋
ど
・
〔
委
員
会
メ
ン
バ
ー
は
、
エ
ド
ワ
ー
ド

・
コ
｜
夕
、
ジ
g

ン
・
サ
ヴ
ィ
ル
、
ァ
l
サ
l
・
イ
ン
グ
ラ
ム
お
よ
び
毛
織
物
生
産
諸
県
の
議
員
〕
）

独
占
禁
止
法
案
。
委
員
会
報
告
、
委
－員
会
へ
再
付
託
、
委
員
会
の
再
答
申
、
正
密
化
合
－
H
・
5
－・戸唱・

2
0）

イ
ー
ス
ト
ラ
ン
ド
組
合
の
特
許
状
。
商
工
業
餐
員
会
に
提
出
（
の
・
し
『
・
〈O
－－

H・可－
S
H）

マ
ー
チ
ャ
ン
ト
・
ア
ド
ヴ
ェ
ン
チ
了
フ
l
ズ
の
特
許
状
。
商
工
業
安
員
会
に
提
出
（
の
・
し
『
・

5
F
F
官－∞∞同）

独
占
禁
止
法
案
。
成
立
、
貴
族
院
へ
送
付
（
の
・
』
・
5
一
戸
匂
・

8
5

H
J
2
R
S
E向
島

内

u
g
g
g臼
に
関
す
る
特
許
状
。
商
工
業
委
員
会
に
提
出
（
の
・
』
・
〈O
F
F
司・昌司）

マ
ー
チ
ャ
ン
ト
・
ア
ド
ヴ
ェ
ン
チ
ャ
ラ
l
ズ
の
会
計
簿
。
商
工
業
委
員
会
に
提
出
（
の
・

し『・〈
O
F
H
・可－呂田）

ウ
ェ

l
ル
ズ
織
の
自
由
取
引
に
関
す
る
法
案
。
第
一
読
会
（
の
・
］

g－－
H

・勺－

a寸）

商
工
業
委
員
会
。
各
貿
易
組
合
は
代
表
四
人
を
委
員
会
に
派
遣
し
、
貿
易
状
態
を
報
告
す
べ
し
と
の
決
定
。
貿
易
収
支
を

四
年
間
に
わ
た
っ
て
と
る
こ
と
を
決
定
。
先
の
議
会
以
後
鋳
造
さ
れ
た
貨
幣
濫
の
計
算
〈
の
－
M
－
S
F
F
司・足。）

ウ
ェ

l
ル
ズ
織
の
自
由
取
引
に
関
す
る
法
案
。
正
密
化
（
の
・
』
・
5
－－
F

唱・三由）

ス
テ
ー
ブ
ル
商
人
の
毛
織
物
輸
出
の
自
由
を
回
復
す
る
法
案
。
委
－員
会
付
託
（
の
・
』
・

5
一
・
戸
唱
－
芯
吋
）

す
べ
て
の
国
へ
の
自
由
貿
易
を
認
め
る
法
案
。
第
一
説
会
（
の
・
］
〈
O
－－
F

℃・三唱〉
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四

七六

商
工
業
安
員
会
。
貿
易
の
負
担
と
な
っ
て
い
る
税
金
の
審
議
に
関
す
る
動
議
（
の
・
］

da－
－
戸
匂
－

ac

商
工
業
委
員
会
。
貿
易
の
沈
退
と
そ
の
理
由
に
関
す
る
報
告
、
マ
ー
チ
ャ
ン
ト
・
ア
ド
ヴ
ェ
ン
チ
了
フ
l
ズ
に
対
す
る
苦

情
を
下
院
全
体
委
員
会
で
審
議
す
る
と
の
決
定
（
の
・
同
－

s－－
F
喝－

aH）

商
工
業
委
員
会
。
議
事
録
お
よ
び
会
計
簿
を
提
出
せ
よ
と
の

7
1
チ
ャ
ン
ト
・
ア
ド
ヴ
ェ
ン
チ
ャ
ラ
l
ズ
に
対
す
る
勧

告、
M
M
お
お
岡
田
仲
件
同
色
。
ロ
伯
仲
O
S帥
問
題
を
小
委
員
会
に
付
託
（
の
・
』
・
4
0
F
F
宅
・叶叩

Nlaω
）

商
工
業
安
員
会
。
ス
ペ
イ
ン
貿
易
の
状
態
に
つ
い
て
の
報
告
（
の
・
同・

5
「
戸
喝
－

a叶）

独
占
禁
止
法
案
。
貴
族
院
と
の
合
同
討
議
お
・
』
・

g－－
F
唱－

a叶）

ウ
ェ

l
ル
ズ
織
の
自
由
取
引
に
関
す
る
法
案
。
成
立
（
の
・
］

S
F
H
・唱－

a叶）

商
工
業
安
員
会
。
マ
ー
チ
ャ
ン
ト
・
ア
ド
ヴ
ェ
ン
チ
ャ
ラ
l
ズ
問
題
に
関
す
る
国
王
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
（
の
・
同
－
S

F

F
匂・

叶切∞〉

商
工
業
委
員
会
。

P
2
2
5
E
a円

u
g
g
E帥
お
よ
び
ワ
イ
ン
、
砂
糖
に
対
す
る
新
課
税
に
関
す
る
報
告
、
報
告
に
つ
い

て
の
討
論
、
決
定
。
誰
が
国
王
に
新
税
を
進
言
し
た
の
か
を
究
明
す
る
た
め
の
委
員
会
の
設
鐙
（
の
・
』・

5
－－
H

・
宅
－

J

可
明
也

l

’J
『

A
W
H
）

商
工
業
委
員
会
。
ワ
イ
ン
、
砂
糖
に
対
す
る
新
課
税
に
つ
い
て
の
報
告
ι

新
課
税
問
題
を
「
苦
情
に
関
す
る
委
員
会
」
に

付
託
（
の
・
』
・
4
0－－
H

－司－

aω
）

サ
ー
ジ
織
お
よ
び
パ
ベ
チ
ュ
ア
ナ
織
の
正
し
い
製
造
に
関
す
る
法
案
。
第
一
読
会
（
の
・
し
『
・

5
F
F
同Y
叶毘）

商
工
業
委
員
会
。
小
委
員
会
よ
り
同
M

同柑門巾同ヨ
F

円丹冊仏のロ阻円
oヨ
帥
問
．勉に
つ
い
て
の
答
申
、
討
論
、
】
ι同由丹巾同ヨ－

の
特
許
状
、
委
員
会
に
提
出
合
・
】
－

s－－
H
・
署
－叶
2
l
g印）

商
工
業
委
員
会
。
マ

l
チ
ャ

Y
ト
・
ア
ド
ヴ
ェ
ン
チ
ャ
ラ
l
ズ
の
議
事
録
を
調
べ
る
委
員
会
か
ら
の
報
告
（
の
・
』
・

g－－

H

－
署
・説
明
｜
芯
叶
）

ロ
ン
ド
ン
の
仕
上
げ
業
者
を
数
済
す
る
た
め
の
法
案
。
第
一
読
会
（
の
・
】
・
〈
o－－
F

司
・叶窓）

ロ
ン
ド
ン
の
仕
上
げ
業
者
を
救
済
す
る
た
め
の
法
案
。
委
員
会
付
託
〈
の
・
］
〈
o－－
F

喝・芯吋）

ド
l
ニ
ッ
グ
織
の
織
布
工
を
奨
励
し
よ
り
良
き
統
制
を
確
立
す
る
た
め
の
法
案
。
第
一
読
会
（
の
・
』
・
〈O
一－
F

ヲ
芯
∞
）

商
工
業
委
員
会
。
－

MHaaE骨
骨
色
。

g
g
g印
に
関
す
る
討
論
（
の
・
］
〈
O
一
・
戸
署
・叶
g
l
a
s

ド
l
ユ
ッ
ク
織
の
織
布
工
を
奨
励
し
よ
り
良
き
統
制
を
確
立
す
る
た
め
の
法
案
。
委
員
会
付
託
（
の
・
』
・
〈。一
－
F

℃－

a申）
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九

羊
毛
輸
出
禁
止
法
案
。
委
員
会
答
申
、
委
員
会
へ
再
付
託
（
の
・
』
・
8
一・戸匂・叶由申）

ノ
l
リ
ッ
ヂ
の
織
布
工
が
ノ
l
フ
ォ
ー
ク
産
以
外
の
羊
毛
を
用
い
る
こ
と
を
禁
ず
る
法
案
。
第
一
読
会

MM・叶由也）

商
工
業
委
員
会
。
マ

l
チ
ャ
ン
ト
・
ア
ド
ヴ
ェ
ン
チ
ャ
ラ
l
ズ
に
対
す
る
仕
上
げ
職
人
、
染
色
工
に
よ
る
苦
情
（
の
・
』
・

do－－
H

－司・叶叶
C
）

独
占
禁
止
法
案
。
数
種
の
特
許
状
の
提
出

8
・
』・

5
－－
F

喝
・
3
0）

ガ
ラ
ス
製
造
に
関
す
る
マ
ン
セ
ル
の
特
許
状
提
出
（
の
・
】
・
5
一－
F
宅・

3
0
1
3
H）

正
し
い
毛
織
物
製
造
に
関
す
る
法
案
。
委
員
会
報
告
、
正
蓄
化
（
の
・
］

S
一
・
戸
司
・
3
H）

サ
ー
ジ
織
お
よ
び
パ
ベ
チ
ュ
ア
ナ
織
の
正
し
い
製
造
に
関
す
る
法
案
。
委
員
会
付
託
（
の
・
同・

5
－・同・司・

3
H）

商
工
業
委
員
会
。
マ
ー
チ
ャ
ン
ト
・
ア
ド
ヴ
ェ
ン
チ
ャ
ラ
l
ズ
の
意
見
聴
取
（
の
・
』
・

5
一－
F
唱・

3
H）

ガ
ラ
ス
製
造
に
関
す
る
マ
ン
セ
ル
の
特
許
状
の
審
議
（
の
・
］
〈
O
一－
H

・唱・

3
N）

独
占
禁
止
法
案
。
種
々
の
特
許
状
の
審
議
（
の
・
］
〈
O
F

同司司・

3
N）

独
占
禁
止
法
案
。
但
書
き
の
審
議
、
種
々
の
特
許
状
と
但
蜜
き
を
審
議
す
る
委
一員
会
の
設
置
（
の
・
』
・
〈
o－－
F

匂・

3
3

ガ
ラ
ス
製
造
に
関
す
る
マ
ン
セ
ル
の
特
許
状
。
審
議
す
べ
き
委
員
会
の
設
置
（
の
・
』
・
〈
o－－
F

喝・

3
8

商
工
業
委
員
会
。
マ

l
チ
ャ
ン
ト
・
ア
ド
グ
ェ
ン
チ
ャ
ラ
l
ズ
の
特
許
状
に
関
す
る
報
告
、
毛
織
物
へ
の
課
税
に
対
す
る

ア
ド
ヴ
ェ
ン
チ
ャ
ラ
1
ズ
の
苦
情
、
ア
ド
グ
Z

ン
チ
ャ
ラ
l
ズ
の
特
許
状
を
「
苦
情
に
関
す
る
委
員
会
」
に
提
出
、
ア
ド

ヴ
Z

ン
チ
ャ
ラ
1
ズ
と
そ
の
他
の
商
人
を
調
停
す
る
委
員
会
の
設
置
、
毛
織
物
検
査
官
に
対
す
る
苦
情
（
の
・
】
－
S
F
F

3
・コ
ω
1
3
6

ノ
l
リ
ッ
ジ
の
織
布
工
が
ノ
l
フ
ォ
ー
ク
産
以
外
の
羊
毛
を
用
い
る
こ
と
を
禁
ず
る
法
案
。
否
決
〈
の
・
同・〈
o－・
戸
匂
－

叶－
N
W）

毛
織
物
検
査
官
に
対
す
る
苦
情
（
の
・
ん
『
・

8
一－H

・匂
－
g
s

羊
毛
輸
出
禁
止
法
案
。
成
立
（
の
－
H
－

da－－H

・唱
・
3
3

商
工
業
委
員
会
。

M
M
H
S
R
E
5
ι

。58
5臼
に
関
す
る
討
論
（
の
・
』
・
8
一－
H

・唱・

3
5

末
仕
上
げ
毛
織
物
の
輸
出
を
認
可
す
る
特
許
状
。
「
苦
情
に
関
す
る
委
員
会
」
に
提
出
（
の
・
】
・
4
0
「
戸
司
・
ゴ
∞
〉

正
し
い
毛
織
物
製
造
に
関
す
る
法
案
。
成
立
（
の
・
同
・

5
－・戸匂・

3
3

（の
・
』
・
〈
o－－
F

。一一一一一
一一占ハ

二
八

二
九
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五

。
イ
ー
ス
ト
ラ
ン
ド
組
合
の
特
許
状
。
商
工
業
委
員
会
に
提
出
（
の
・
』
・
4
0
－－
F
句－

S
H）

商
工
業
委
員
会
。
マ
l
チ
ャ
ン
ト
・
ア
ド
ヴ
ェ
ン
チ
ャ
ラ
l
ズ
問
題
を
取
扱
う
委
員
会
か
ら
の
報
告
〈
の
・
同
－
do－－
F

宅
・
叶
∞
O
｜
混
同
）

ガ
ラ
ス
製
造
に
関
す
る
特
許
状
。
ガ
ラ
ス
特
許
状
に
関
す
る
委
員
会
か
ら
の
報
告
、
「
苦
情
に
関
す
る
委
由
民
会
」
で
審
議

（
の
・
］
〈
o－－
F
匂匂
－A
w
m
w
m
Y

寸
前
回
）

独
占
禁
止
法
案
。
種
々
の
特
許
状
と
法
案
の
但
替
き
を
検
討
す
る
委
員
会
か
ら
の
報
告
〈
の
・
同
－

da－－
H

－匂－

aH）

商
工
業
委
員
会
。
同
M
H
叩丹市町

E
再丹市仏の

g
g自
白
を
苦
情
の
原
因
と
認
定
し
国
王
に
提
訴
ハ
の
・
－

ds－－
戸句－

aN）

商
工
業
委
員
会
。
マ
l
チ
ャ
ン
ト
・
ア
ド
ヴ
ェ
ン
チ
ャ
ラ
l
ズ
か
ら
の
請
願
、
染
色
毛
織
物
の
輸
出
が
ア
ド
ヴ
ェ
ン
チ
ャ

ラ
l
ズ
の
み
に
限
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
関
す
る
討
論
、
染
色
毛
織
物
の
輸
出
に
関
す
る
ス
テ
ー
ブ
ル
商
人
お
よ
び
ケ

ン
ト
の
織
元
た
ち
か
ら
の
請
願
（
の
・
同
・
5
一
・
戸
宅
・
叶
∞
ω
l
a
c

商
工
業
委
員
会
。
染
色
毛
織
物
の
輸
出
に
関
す
る
ス
テ
ー
ブ
ル
商
人
お
よ
び
ケ
ン
ト
の
織
元
た
ち
か
ら
の
請
願
を
庶
民
院

全
体
委
員
会
で
審
議
（
の
・
】
－

s－・戸唱－
aa）

商
工
業
委
員
会
。
染
色
毛
織
物
の
輸
出
に
関
す
る
報
告
と
決
定
（
の
・
同
－

g－－
H

・司－

a吋〉

独
占
禁
止
法
案
。
二
回
目
の
貴
族
院
と
の
合
同
審
議
、
貴
族
院
の
四
人
委
員
会
と
会
談
す
る
八
人
委
員
会
の
設
置
（
の
・
』・

g－－
F
司
・叶
∞
∞
・
〔
人
人
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
は
、
エ
ド
ワ
ー
ド
・
コ

l
夕
、
ジ
ョ
ン
・
ワ
ル
タ
l
、
セ
ル
デ
ン
、
ロ
バ

l
ト
・
フ
ィ
リ
ッ
プ
ス
、
ノ
イ
、
グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ル
、
ウ
ェ
ア
、
ダ
ッ
チ
ィ
で
あ
る
〕
〉

商
工
業
委
員
会
。
毛
織
物
愉
出
に
関
す
る
再
度
の
決
定
、
マ
ー
チ
ャ
ン
ト
・
ア
ド
ヴ
Z

ン
チ
ャ
ラ
l
ズ
の
特
許
状
を
苦
情

の
原
因
と
認
定
（
の
・
』
・
4
0
－－
H

・唱－

aH）

商
工
業
委
員
会
。
毛
織
物
検
査
官
の
不
正
に
関
す
る
報
告
、
毛
織
物
検
査
官
の
不
正
を
苦
情
の
原
因
と
認
定
〈
の
・
同・

4
0
F
H
・句・叶
mwω

〉

独
占
禁
止
法
案
。
修
正
さ
れ
て
貴
族
院
か
ら
戻
る
（
の
・
』
・
5
一－
H

・
切
－
芯
ω）

商
工
業
委
員
会
。
イ
ー
ス
ト
ラ
ン
ド
貿
易
組
合
の
特
許
状
に
関
す
る
報
告
と
宣
言
、
乾
ぶ
ど
う
お
よ
び
絹
に
対
す
る
課
税

に
関
す
る
ト
ル
コ
貿
易
組
合
の
苦
情
、
乾
ぶ
ど
う
に
対
す
る
－課
税
を
や
め
る
よ
う
に
と
の
国
王
へ
の
請
願
、
ス
ペ
イ

ン
・
タ
バ
コ
の
輸
入
に
関
す
る
報
告
と
、
ス
ペ
イ
ン
・
タ
パ
コ
の
輸
入
を
停
止
す
る
よ
う
に
と
の
国
王
へ
の
請
願

（の・し『
－

g－－
H

－
宅
－

J可申
ω
l
J
3
6

五三八一O一一一一九
二
四
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二
五

独
占
禁
止
法
案
。
貴
族
院
の
修
正
案
の
第
二
第
二
読
会
、
餐
員
会
付
託
〈
の
・
』・
4
O
F

－
－
匂
・
司
ω）

独
占
禁
止
法
案
。
修
正
案
に
関
す
る
委
員
会
報
告
、
合
意
（
の
・
】
・
5
－－
H

－匂・叶宏）

商
工
業
委
員
会
。
マ

I
チ
ャ
ン
ト
・
ア
ド
ヴ
ェ
ン
チ
ャ
ラ
l
ズ
に
対
す
る
仕
上
げ
業
者
の
苦
情
に
関
す
る
報
告
、
西
部
商
人

の
関
税
請
負
い
人
に
対
す
る
不
満
に
関
す
る
報
告
、
西
部
商
人
の
不
満
を
苦
情
と
認
定
（
の
・
同
・

5
－－
F
苫
・
芸
品
｜
芯
叩
）

商
工
業
委
員
会
。
商
工
業
に
関
す
る
九
つ
の
苦
情
の
提
出
ハ
の
・
】
・

da－－
H

－司・忍田）

ス
テ
ー
ブ
ル
商
人
の
特
許
状
に
関
す
る
報
告
、
決
定
。
特
許
状
を
苦
情
の
原
因
と
認
定
（
の
・
同
・

d
o－－
F

匂・叶唱団）

イ
ー
ス
ト
ラ
ン
ド
貿
易
の
特
許
状
に
反
対
す
る
請
願
。
第
一
読
会
、
委
員
会
付
託
、
委
員
会
報
告
、
苦
情
の
原
因
と
の
認

定

2
・
H
－
S
】
・
同
・
喝
・
コ
N
）

商
工
業
安
員
会
。
商
工
業
に
関
す
る
九
つ
の
苦
情
を
他
の
苦
情
と
共
に
国
王
に
提
出
、
そ
れ
ら
を
審
議
す
る
委
員
会
の
設

置

2
・】－

s－－
F

司・叶申叶）

商
工
業
委
員
会
。
商
工
業
に
関
す
る
九
つ
の
苦
情
に
対
す
る
国
王
の
回
答
（
の
・
同
・
〈
o－－
F

ヲ
話
∞
）

一一六八
ニ
九

チ
ャ
ー
ル
ズ
一
世
第
一
議
会
。

一
六
二
五
年

八

－

八

一
羊
毛
輸
出
禁
止
法
案
。
委
員
会
報
告
、
正
密
化
〔
こ
れ
以
前
に
第
一
読
会
お
よ
び
委
員
会
付
託
が
な
さ
れ
た
は
ず
で
あ
る

一
が
日
付
は
不
明
〕
（
の
・
』
－

d
o－－
H

匂・

2
8

チ
＋

l
ル
ズ
一
世
第
二
議
会
。
〔
一
六
二
五
！
〕

一一・一

O
一三一六一回

一
六
二
六
年

一
商
工
業
に
関
す
る
大
委
員
会
の
設
置
（
の
・
』・〈
o－－
F

℃
・
2
∞）

一
羊
毛
輸
出
禁
止
法
案
。
第
一
説
会
（
の
・
］
〈
。
一
・
戸
司
・

2
∞）

一
羊
毛
輸
出
禁
止
法
案
。
委
員
会
付
託
（
の
・
』
・
〈。一－

F

℃・∞
N
O
）

一
羊
毛
輸
出
禁
止
法
案
。
委
負
会
報
告
、
委
負
会
再
付
託
ハ
の
－
M
・
〈O
F
F

匂
・∞
N
S
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一八
二
O

一一一

四
・

一
八

二
八

五
・
六

二
四

ーノ、

四三六四三一

商
工
業
委
員
会
。
貿
易
を
拡
大
し
主
要
商
品
の
販
売
を
促
進
す
る
た
め
の
法
案
、
第
一
読
会
（
の
・
】
・
〈
O
｝・
F

喝・∞
N
S

商
工
業
委
員
会
。
貿
易
を
拡
大
し
主
．姿
商
品
の
販
売
を
促
進
す
る
た
め
の
法
案
、
委
員
会
付
託
（
の
－
H
・〈
0
7
F

司－

s
s

仕
上
げ
染
色
毛
織
物
の
販
売
を
促
進
す
る
た
め
の
法
案
。
第
一
説
会
（
の
・
同・

5
－－H

－司・

8
0）

仕
上
げ
染
色
毛
織
物
の
販
売
を
促
進
す
る
た
め
の
法
案
。
委
員
会
付
託
（
の
・
】
・
〈O
－－H

－司・

8
0）

ト
ル
コ
貿
易
組
合
の
請
願
。
読
会
、
委
員
会
付
託
（
の
・
』・〈。一－
H

－唱・

8
3

仕
上
げ
染
色
毛
織
物
の
販
売
を
促
進
す
る
た
め
の
法
案
。
委
員
会
報
告
、
廃
案
（
の
・
』
・
〈
o－・同・唱－

ga）

商
工
業
委
－員
会
。
貿
易
を
鉱
大
し
主
要
商
品
の
販
売
を
促
進
す
る
た
め
の
法
案
、
委
員
会
報
告
、
正
番
化
（
の
・
』
・
〈
o－－

H

・司・∞ω品目）

羊
毛
輸
出
禁
止
法
案
。
委
員
会
報
告
、
正
密
化
合
－
H
・
5
－－
F

司・呂町）

商
工
業
委
員
会
。
貿
易
を
鉱
大
す
る
た
め
の
法
案
。
食
族
院
よ
り
送
付
さ
る
（
の
・
』
・
〈
O
一－
F

匂・

8
∞）

羊
毛
輸
出
禁
止
法
案
。
成
立
（
の
・
同
・
〈
o－－
F

唱
・
8
8

ト
ル
コ
貿
易
組
合
の
た
め
の
国
王
に
対
す
る
請
願
。
説
会
、
合
意
（
の
－
H

・
〈O
F
H
－匂・

8
唱〉

仕
上
げ
業
者
お
よ
び
染
色
業
者
を
救
済
す
る
た
め
の
法
案
。
第
一
読
会
（
の
・
』
・
〈O
F
F

℃・笠間）

商
工
業
委
員
会
。
貴
族
院
か
ら
送
付
さ
れ
た
貿
易
を
拡
大
す
る
た
め
の
法
案
。
第
一
説
会
ハ
の
・
』
・
5
一－
F

司・

8
0）

仕
上
げ
業
者
お
よ
び
染
色
業
者
を
数
済
す
る
た
め
の
法
案
。
廃
案
（
の
－

H
〈O
F
F

匂－

g
e

白
地
毛
織
物
の
輸
出
を
認
可
す
る
特
許
状
に
関
す
る
報
告
、
白
地
毛
織
物
の
輸
出
鉱
大
を
望
む
国
王
に
対
す
る
諮
願
〈
の
・

』・〈
O
F

－－同
M

・∞由一凶）

マ
ー
チ
ャ
ン
ト
・
ア
ド
ヴ
ェ
ン
チ
ャ
ラ
l
ズ
の
課
税
に
関
す
る
報
告
。
課
税
を
軽
減
せ
よ
と
の
国
王
に
対
す
る
詩
願

（の
・
一『・〈
O
｝－
H

・M
M

・∞∞
ω）

毛
織
物
検
査
官
の
不
正
に
関
す
る
報
告
、
毛
織
物
検
査
官
の
不
正
を
苦
情
の
原
因
と
し
て
上
塁
、
不
正
を
防
止
す
る
法
案

を
作
成
す
る
委
員
会
の
設
置
（
の
・
同
－

da－－
F

匂－

g
c

白
地
毛
織
物
の
販
売
を
促
進
す
る
法
案
。
第
一
読
会
（
の
・
』
・
〈O
F

－－匂・

8
8

白
地
毛
織
物
の
販
売
を
促
進
す
る
法
案
。
委
員
会
付
託
（
の
・
同
－

s－・
戸
℃
・
8
由）

白
地
毛
織
物
の
販
売
を
促
進
す
る
法
案
。
委
員
会
報
告
、
委
員
会
再
付
託
（
の
・
］
〈
0
7

戸
匂
－
句
。
）

白
地
毛
織
物
の
販
売
を
促
進
す
る
法
案
。
委
員
会
報
告
、
正
替
化
（
の
・
同
－
S

F

F

司－∞寸
O
V

二
五五一O一一

一
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チ
ャ
ー
ル
ズ
一
世
第
三
議
会
第
一
会
期
。
〔
一
六
二
七
｜
〕

-0  
一一六

ハ
・
四

。
五

一
六
二
八
年

一一一四一一
一一

商
工
業
に
関
す
る
大
委
員
会
の
設
置

2
・』
－

s－・
同・喝－∞叶
ω）

新
毛
織
物
の
査
察
と
検
印
を
改
善
す
る
た
め
の
法
案
。
委
員
会
付
託
（
の
・
』
・
5
－－H

－唱
・∞コ
・
〔
委
員
会
メ
ン
バ
ー
は
、

エ
ド
ワ
ー
ド
・
コ

l
夕
、
ス
ベ
ン
サ
l
、
デ
ル
プ
リ
ッ
ヂ
、
ト
マ
ス
・
モ
l
ガ
ン
、
ヶ
イ
ジ
、
ト
マ
λ

・
グ
リ
ー
ン
、

ク
ッ
P
、
ア
ル
フ
ォ
ー
ド
、
ナ
サ
ユ
エ
ル
・
パ
！
ナ

J

ア
イ
ス
ト
ン
〕
）

上
院
か
ら
送
付
さ
れ
た
貿
易
拡
大
の
た
め
の
法
案
。
第
一
読
会
（
の
・
】－

S
F
F
司
・ミ∞）

羊
毛
の
巻
玉
を
作
る
際
の
不
正
を
防
止
す
る
た
め
の
法
案
。
第
一

控訴
会
（
の
・
同
・
〈O
F
F
司－

gN）

羊
毛
の
巻
玉
を
作
る
際
の
不
正
を
防
止
す
る
た
め
の
法
案
。
委
員
会
付
託
ハ
の
・
】
・

d
S
F
戸唱・∞∞寸）

ロ
ン
ド
ン
の
織
元
た
ち
の
請
願
。
説
会
、
「
苦
情
に
関
す
る
委
員
会
」
へ
付
託
（
の
・
』－

da－－
F

匂－

g叶）

商
工
業
委
員
会
。
海
運
業
の
衰
頚
に
関
す
る
ト
リ
ニ
テ
ィ
・
ハ
ウ
久
の
請
願
に
つ
い
て
の
報
告
お
・
』
・
5
F
H－宅－

∞∞∞

l
g
s
 

白
地
毛
織
物
の
販
売
を
促
進
す
る
た
め
の
法
案
。
第
一
読
会
（
の
・
』－

do－－戸唱・

8
6

商
工
業
委
員
会
。
海
運
業
の
衰
額
に
関
す
る
再
度
の
報
告
（
の
・
』－

s－－
F
唱・

8
3

商
工
業
委
員
会
。
国
王
に
対
す
る
宣
言
の
中
に
商
工
業
の
衰
頚
に
関
す
る
条
項
を
含
め
る
こ
と
の
決
定
（
の
－
H
－
do－－
F

同
M
・
申
H
同
）

チ
ャ
ー
ル
ズ
一
世
第
三
議
会
第
二
会
期
。

－一

δ
二
八

一・一一一

一
六
二
九
年

一
商
工
業
に
関
す
る
大
委
員
会
の
設
置
（
の
・
』
－

da－－戸唱－
S
O）

一
レ
ヴ
ァ
ン
ト
貿
易
組
合
の
諮
願
。
「
臣
民
の
自
由
に
関
す
る
委
員
会
」
に
付
託
（
の
・
］
S
F
F
唱－

se

一
上
院
か
ら
送
付
さ
れ
た
貿
易
の
砿
大
に
関
す
る
法
案
。
第
一
説
会
（
の
・
』
・
5
－－
F

喝－

S
叩）

一
羊
毛
輸
出
禁
止
法
案
。
第
一
読
会
（
の
・
』
・
8
－－
F

匂
－

sa
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一一一二一
九一O

一
貴
族
院
か
ら
送
付
さ
れ
た
貿
易
の
鉱
大
に
関
す
る
法
案
。
安
員
会
付
託
（
の
・
］

S
F
H－喝－

se

一
羊
毛
輸
出
禁
止
に
関
す
る
以
前
の
法
案
の
調
査
（
の
・
］

g－・
戸唱－

ss

一
染
色
毛
織
物
、
ヵ
l
ジ
イ
織
、
新
毛
織
物
な
ど
の
輸
出
を
増
大
す
る
た
め
の
伝
案
（
の
・
し『・〈
O
F
F

唱・

8
5

一
羊
毛
輸
出
禁
止
に
関
す
る
以
前
の
法
案
の
読
会
（
の
・
同
－
d
o
－－戸司・

8
H）

四
・
二
五

チ
ャ
ー
ル
ズ
一
世
第
四
（
短
期
）
議
会
。

一
六
四

O
年

ーー・ ノ、
一七四

・O 

六九六五日L

一
羊
毛
輸
出
禁
止
法
案
。
第
一
読
会
（
の
？

O
E－
－

e

チ
ャ
ー
ル
ズ
一
世
第
五
（
長
期
）
議
会
。

一
六
四

O
｜
一
六
四
三
年

一 九

プ
’

dv
s
’
ト

チ
ャ
ー
ル
ズ
一
世
治
世
第
一
年
以
後
の
全
企
画
を
召
喚
す
る
命
令
（
の
』
〈
O
「
戸
間
y
心）

商
工
業
に
関
す
る
大
委
員
会
の
設
置
（
の
・
』

s－－
戸
間
y
N
H
）

独
占
業
者
お
よ
び
企
画
者
を
知
っ
て
い
る
議
員
は
、
そ
れ
ら
の
氏
名
を
公
表
せ
よ
と
の
動
議
（
の
・
］

S
F
ロ・同
Y
N
3

独
占
業
者
お
よ
び
企
画
者
の
追
放
令
以
後
、
誰
が
議
会
に
出
席
し
た
か
を
究
明
す
る
委
員
会
の
設
置
〔
以
後
、
「
究
明
委

員
会
」
〕
〈
の
－
H
・
4
0
－
・
戸
同
M

・
8
）

究
明
委
員
会
の
召
集
（
の
・
－
4
0
－
・
戸
匂
・
ω同）

究
明
委
員
会
。
ジ
ョ
ン
・
ジ
エ
イ
コ
プ
卿
に
関
す
る
苦
情
の
付
託
〈
の
・
】
－
da－－
ロ－
M
M

・ωω
）

マ
ー
チ
ャ
ン
ト
・
ア
ド
ヴ
ェ
ン
チ
ャ
ラ
1
ズ
に
関
す
る
諮
願
。
「
苦
情
に
関
す
る
委
員
会
」
に
付
託
（
の
・
』
・
5
－・口・司・

ω叫
）

マ
l
チ
ャ
ン
ト
・
ア
ド
ヴ
ェ
ン
チ
ャ
ラ
l
ズ
に
関
す
る
別
の
誘
願
。
商
工
業
委
員
会
に
付
託
（
の
－
H
・
4
0
－
－
戸
間
Y
S〉

’’a7
y
ト

苦
情
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
す
べ
て
の
特
許
状
お
よ
び
下
賜
の
召
喚
〈
の
・
】
－

g－・
戸
同
M

・ω串）
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二
六

一
一
一
・
一
一五

二一一一一一

一
六
四
一一

・
一
九

二
O

二一

二
・
一
一一一一

一一一一三一
五

一一一
・
一
一
一

四

・

六

五
・
二
八

ニ
九

六
・
一
七

七

商
工
業
委
員
会
。
審
議
す
べ
き
諸
事
項
の
付
託

2
・』
－
S
F
H
F
同yω
品）

究
明
委
員
会
。
召
集
、
委
員
の
追
加

8
・】－

S

F
戸
司
・ω
由）

商
工
業
委
員
会
。
請
願
の
付
託
（
の
・
同
・
4
0
－－H

円・司－お）

究
明
委
員
会
。
召
集
、
委
員
の
追
加
（
の
』
・

5
－－ロ・司
・お）

石
検
製
造
に
関
す
る
特
許
状
。
ウ
ェ
イ
マ
ス
請
願
に
関
す
る
委
員
会
に
付
託
（
の
・
］
〈
O
F
H
戸間
y
m
m）

レ
ヴ
ァ
ン
ト
貿
易
組
合
の
請
願
。
商
工
業
委
員
会
に
付
託
（
の
・
』
・

S

F
戸
間
y
m
m
）

羊
毛
輸
出
禁
止
法
案
。
第
一
読
会
（
の
・
同
－

S
F
H
F
司－

S
）

究
明
委
員
会
。
報
告
の
作
成
（
の
・
】
・
4
0
F

戸
田
v
・吋
O
）

究
明
委
員
会
。
数
人
の
議
員
の
議
会
か
ら
の
追
放
お
・
』
・
g－
－
戸
勺
・
ご
）

究
明
委
員
会
。
報
告
完
成
、
議
員
も
う
一
名
追
放
、
権
限
の
追
加
（
の
・
］
さ
一
－
戸
匂
・
3
）

羊
毛
輸
出
禁
止
法
案
。
委
員
会
付
託
（
の
・
』
・

8
－－
戸
唱
－
叶
吋
）

羊
毛
輸
出
禁
止
法
案
。
法
案
に
関
す
る
請
願
（
の
・
』
・
4
0
｝
・
戸
田

y
g）

羊
毛
輸
出
禁
止
法
案
。
委
員
会
の
召
集
ハ
の
・
］

g－
－
戸
間
y
∞品）

石
検
製
造
に
お
け
る
法
律
違
反
者
に
関
す
る
法
案
。
上
呈
（
の
・
】
・
4
0
戸
口
・
同

y
g）

羊
毛
の
巻
玉
を
作
る
際
の
不
正
を
防
止
す
る
法
案
。
第
一
読
会
（
の
・
』
・

5
－
－
戸
田
M

・申印）

商
工
業
委
員
会
。
召
集
合
・
】
・
5
－－
H
F
聞こ回申）

マ
ー
チ
ャ
ン
ト
・
ア
ド
ヴ
ェ
ン
チ
ャ
ラ
l
ズ
に
関
す
る
委
員
会
。
議
会
に
対
す
る
貸
与
金
に
つ
い
て
の
マ

I
チ
ャ
ン
ト
・

ア
ド
ヴ
ェ
ン
チ
ャ
ラ
1
ズ
の
提
案
、
委
員
会
受
諾
（
の
・
』
・

g－・ロ・同
M

・
5
0）

契
約
を
実
行
せ
よ
と
の
マ

l
チ
ャ
ン
ト
・
ア
ド
ヴ
且
ン
チ
ャ
ラ
l
ズ
に
対
す
る
宣
言
（
の
・
】
－
da－
－
戸
同

y
g同）

ア
ド
ヴ
ェ
ン
チ
ャ
ラ
l
ズ
に
関
す
る
委
員
会
。
委
員
会
に
出
席
せ
よ
と
の
ア
ド
ヴ
ェ
ン
チ
ャ
ラ

l
ズ
に
対
す
る
命
令

（の・

一『・
〈O
戸
H
F
喝－
H

叶∞）

織
布
業
に
お
け
る
不
正
を
防
止
す
る
法
案
。
委
員
会
付
託
〔
こ
れ
以
前
に
第
一
説
会
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
が
、
日
付
は

不
明
〕
（
の
・
』・

g－
－
戸
勺
・

3
3
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一四

一0
・
ニ
二

二
七

二
八

二
一
・
二
四

一
六
四
二一

・
一
五

一
一
・

七一
四

一六一九一四 四八七

羊
毛
輸
出
禁
止
法
案
。
法
案
に
関
す
る
驚
額
（
の
－
H
S
F
ロ
・
唱
－呂田）

織
布
業
に
お
け
る
不
正
を
紡
止
す
る
法
案
。
委
員
の
追
加
（
の
・
』・

5
－
・
戸
同
y
N
O
N
）

マ
ー
チ
ャ
ン
ト
・
ア
ド
ヴ
ェ
ン
チ
ャ
ラ
I
ズ
の
毛
織
物
輸
出
に
関
す
る
特
許
状
、
お
よ
び
特
許
状
に
対
す
る
反
対
を
審
議

す
る
委
員
会
の
設
鐙
（
の
・
し
『
・
〈O
F

戸
同
Y
N
H
O
）

レ
ヴ

ァ
ン
ト
貿
易
組
合
の
請
願
。
説
会
、
決
定
（
の
－
H
・
5
－・
戸
司
－M

叶
O
）

毛
織
物
工
業
に
関
す
る
庶
民
院
全
体
委
員
会
の
討
論
（
の
・
』
・

5
－－
戸
唱
－沼田）

毛
織
物
工
業
に
関
す
る
決
定
（
の
・
』・
4
0
－－
H
H
・
呂
田
）

マ
l
チ
ャ
ン
ト
・
ア
ド
グ
ェ
ン
チ
ャ
ラ
l
ズ
に
関
す
る
委
員
会
。
羊
毛
業
の
状
態
と
、
羊
毛
価
格
の
上
昇
を
阻
止
し
て
い

る
原
因
に
つ
い
て
の
審
議
（
の
・
－

do－
－
戸
宅
－
M
g
l呂田）

レ
ヴ
ァ
ン
ト
貿
易
組
合
の
い
ま
一
つ
の
務
願
。
説
会
、
商
工
業
委
員
会
へ
の
付
託
ハ
の
－
－

s－
戸
－
u
－N
喧吋）

マ
ー
チ
ャ
ン
ト
・
ア
ド
ヴ
ェ
ン
チ
ャ
ラ
l
ズ
に
関
す
る
委
員
会
。
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
救
済
の
た
め
の
五

0
0
0
0ポ
ン
ド
の

貸
与
金
に
つ
い
て
交
渉
〈
の
・
』
－
S
F
H
H
・喝－

8
3

マ
ー
チ
ャ
ン
ト
・
ア
ド
ヴ
ェ
ン
チ
ャ
ラ
l
ズ
五

0
0
0
0ポ
ン
ド
の
貸
与
金
に
同
意
（
の
・
し『
・
4
0
－－
ロ・喝・

8
∞）

マ
l
チ
ャ
ン
ト
・
ア
ド
ヴ
ェ
ン
チ
ャ
ラ
l
ズ
の
貸
与
金
に
保
証
を
与
え
る
条
令
〈
の
・

一『－

da－－
ロ・同
M

・
8
3

0七五

マ
ー
チ
ャ
ン
ト
・
ア
ド
ヴ
ェ
ン
チ
ャ
ラ
l
ズ
の
貸
与
金
に
保
証
を
与
え
る
条
令
。
報
告
、
合
意
、
貴
族
院
の
同
意
〈
の
・
同
－

d

、。－
－H

同・司
・ω∞O
）

マ
l
チ
ャ
ン
ト
・
ア
ド
ヴ
ェ
ン
チ
ャ
ラ
i
ズ
に
関
す
る
委
員
会
の
復
活
、
召
集
（
の
・
一
『
・
〈
O
F
H
F

喝・合間〉

毛
織
物
工
業
を
奨
励
し
羊
毛
販
売
を
促
進
す
る
た
め
の
委
員
会
の
設
置
ハ
の
・
同・
S
F
H
F

同Y
品N
也）

独
占
業
者
お
よ
び
企
画
業
者
に
関
す
る
委
員
会
の
復
活
（
の
・
一
『
・
4
0
－－
ロ・目
u
・お品）

羊
毛
輸
出
禁
止
法
案
。
法
案
の
報
告
、
正
醤
化
合
・
』・

5
－－
H
H

・
同M
・怠
M
）

羊
毛
輸
出
禁
止
法
案
。
法
案
の
報
告
、
正
替
化
合
－
H
・
4
0
一・
戸
喝
・

8
H）

マ
ー
チ
ャ
ン
ト
・
ア
ド
グ
ェ
ン
チ
ャ
ラ
l
ズ
に
関
す
る
委
員
会
。
請
願
の
付
託
（
の
・
』
・
5
－・
戸
間
y
合同）

羊
毛
輸
出
禁
止
法
案
。
法
案
の
報
告
、
正
蓄
化
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
か
ら
の
羊
毛
輸
出
を
禁
ず
る
よ
う
に
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
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四－、
－ノ

一一一一

四

・

五七
一一六

五
・
一

O －
 

J
 

一一一

ド
委
員
会
に
働
き
か
け
（
の
・
』
・
4
0
F

戸
同
M

・合同）

羊
毛
輸
出
禁
止
法
案
。
成
立
（
の
・
］
〈
O
F

戸
目
u
・念由）

羊
毛
輸
出
禁
止
法
案
、
島
民
族
院
に
送
付
（
の
・
』－

da－
－
戸
間
M

・怠
N
）

マ
ー
チ
ャ
ン
ト
・
ア
ド
ヴ
Z

ン
チ
ャ
ラ
l
ズ
に
関
す
る
委
員
会
。
召
集
（
の
・
し
『
・

da－－
戸
喝
－

hpg）

毛
織
物
業
者
の
請
願
。
読
会
、
委
員
会
付
託
色
－
H
－

da－－ロ・同
Y

念
。

石
総
製
造
に
お
け
る
法
律
違
反
者
に
関
す
る
法
案
。
上
皇
（
の
・
』
－

da－－
H
F
匂－
m
H
N）

ウ
エ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
l
石
鹸
製
造
業
者
に
よ
っ
て
不
当
に
徴
収
さ
れ
た
貨
幣
を
賠
償
す
る
た
め
の
法
案
。
第
一
読
会

（の・し『・
4
0
戸
口
－
－
u
・
2
3

マ
ー
チ
ャ
ン
ト
・
ア
ド
ヴ
ェ
ン
チ
ャ
ラ
l
ズ
に
関
す
る
委
員
会
。
織
元
か
ら
の
提
案
を
付
託
（
の
・
】
－

da－
－
戸
喝
－

2
3

ウ
Z

ス
ト
ミ
ン
ス
タ
1
石
鹸
製
造
業
者
に
よ
っ
て
不
当
に
徴
収
さ
れ
た
貨
幣
を
賠
償
す
る
た
め
の
法
案
。
委
員
会
付
託

（の・』・
4
0
－－ロ・

HymMω
）

商
工
業
委
員
会
。
「
商
工
業
を
発
展
さ
せ
る
た
め
の
養
員
会
」
か
ら
の
諸
提
案
を
小
寮
員
会
に
付
託
（
の
・
』
・
8
－・ロ・同
y

明
ω
A
F

一）

ウ
エ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
l
石
験
製
造
業
者
に
よ
っ
て
不
当
に
徴
収
さ
れ
た
貨
幣
を
賠
償
す
る
た
め
の
法
案
。
利
害
関
係
者
か

ら
の
意
見
聴
取
、
ウ
エ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
l
石
鹸
業
者
か
ら
不
利
益
を
受
け
た
が
死
亡
し
て
し
ま
っ
て
い
る
人
々
の
後
継

者
の
氏
名
の
提
示
（
の
・
】
－
S
F
H
F
同】・

2
0）

マ
ー
チ
ャ
ン
ト
・
ア
ド
ヴ
ェ
ン
チ
ャ
ラ
l
ズ
、
議
会
に
二
万
ポ
ン
ド
の
貸
与
を
決
定
（
の
・
』
・

5
－・ロ・同
y
E
N
）

マ
ー
チ
ャ
ン
ト
・
ア
ド
ヴ
ェ
ソ
チ
ャ
ラ
l
ズ
に
関
す
る
餐
員
会
。
七
万
ポ
ン
ド
の
債
権
の
権
利
行
使
を
差
控
え
る
よ
う
に

と
ア
ド
ヴ
ェ
ン
チ
ャ
ラ
l
ズ
と
交
渉
（
の
・
同－

da－－
ロ・同
M

・
8
3

マ
ー
チ
ャ
ン
ト
・
ア
ド
ヴ
ェ
ン
チ
ャ
ラ
l
ズ
に
関
す
る
委
員
会
。
ア
ド
ヴ
ェ
ン
チ
ャ
ラ
l
ズ
に
加
わ
る
よ
う
に
あ
る
人
々

に
要
請

2
・］

g－
ロ
・
司
－

S
N）

マ
l
チ
ャ
ン
ト
・
ア
ド
ヴ
ェ
ン
チ
ャ
ラ
l
ズ
の
組
合
員
、
仕
上
げ
業
者
組
合
に
よ
っ
て
逮
捕
さ
る
、
仕
上
げ
業
者
組
合
、

訴
え
を
取
下
げ
な
い
理
由
の
提
示
（
の
・
し『
・
5
－・ロ・同
M

・
句
。

マ
ー
チ
ャ
ン
ト
・
ア
ド
ヴ
ェ
ン
チ
ャ
ラ
1
ズ
の
総
督
は
組
合
員
を
召
集
し
誰
が
議
会
貸
与
金
を
支
払
っ
た
の
か
を
調
べ
庶

民
院
に
報
告
せ
よ
、
と
の
命
令
（
の
・
』
・

5
－
－
戸
田
M

－m
∞ω）

九
一六七
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ピューリ タン革命期庶民院の経済政策史年表

一
六
四 ム

ノ、七

・

七

九
－
一
一
六

一

一

一

一

二

七

ド
イ
ツ
、
カ
レ

1
、
ネ
ザ
ラ
ン
ド
の
貿
易
を
お
こ
な
う
ア
ド
ヴ
ェ
ン
チ
ャ
ラ
l
ズ
を
法
人
化
す
る
た
め
の
法
案
。
第
一
読

会
（
の
・
】－

da－－
H
F

司・叩曲面）

ド
イ
ツ
、
カ
レ

l
、
ネ
ザ
ラ
ン
ド
の
貿
易
を
お
こ
な
う
ア
ド
ヴ
ェ
ン
チ
ャ
ラ
l
ズ
を
法
人
化
す
る
た
め
の
法
案
。
第
二
読

会
（
の
－
H
・
S
F
戸
問
者
－

m
g
i
g
o）

商
工
業
委
員
会
。
商
工
業
に
関
す
る
報
告
の
作
成
（
の
』
・
5
戸
戸
田
M

・
8
8

マ
ー
チ
ャ
ン
ト
・
ア
ド
ヴ
ェ
ン
チ
ャ
ラ
l
ズ
に
関
す
る
委
員
会
。
ロ
ン
ド
ン
市
か
ら
約
束
さ
れ
た
一

O
万
ポ
ン
ド
を
抵
当

に
一
万
ポ
ン
ド
を
ア
ド
ヴ
ェ
ン
チ
ャ
ラ
l
ズ
か
ら
借
り
る
交
渉
〈
の
・
］
〈
o－－
戸
同
V

－
2
－）

商
工
業
委
員
会
。
召
集
〈
の
・
同
・
5
－－
戸
田
Y
2
6

マ
ー
チ
ャ
ン
ト
・
ア
ド
ヴ
ェ
ン
チ
ャ
ラ
l
ズ
に
関
す
る
委
員
会
。
外
国
替
為
で
い
く
ら
支
払
え
る
か
を
ア
ド
ヴ
ェ
ン
チ
ャ

ラ
l
ズ
に
問
う
（
の
・
同
・
4
0
戸
口
・
司
－
a
N
H
）

商
工
業
委
員
会
。
商
工
業
に
関
す
る
報
告
の
作
成
（
の
・
』
・

5
－
－
戸
田
Y
S
ω
）

商
工
業
委
員
会
。
貿
易
統
制
に
関
す
る
二
つ
の
命
令
、
読
会
、
一
方
は
委
員
会
付
託
、
他
方
は
棄
却
（
の
・
』
－

S
F
ロ・

同

yaMm）

ウ
エ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
l
石
鹸
製
造
業
者
に
よ
っ
て
不
当
に
徴
収
さ
れ
た
貨
幣
を
賠
償
す
る
た
め
の
法
案
。
委
員
会
報
告
、

委
員
会
に
再
付
託
、
諮
願
を
受
付
け
請
願
者
か
ら
の
意
見
聴
取
を
お
こ
な
う
権
限
を
委
員
会
に
付
与
〈
の
・
』－

da－－ロ－

同y
a叩斗
一）

ロ
ン
ド
ン
石
総
製
造
業
者
を
非
難
す
る
法
案
を
準
備
す
る
委
員
会
の
設
置
（
の
・
』
・

4
0
F
H
F

問者・四日∞
l
a
g）

マ
ー
チ
ャ
ン
ト
・
ア
ド
ヴ
ェ
ン
チ
ャ
ラ
l
ズ
に
関
す
る
委
員
会
。
四
万
ポ
ン
ド
の
債
権
の
権
利
行
使
を
差
控
え
る
よ
う
に

と
ア
ド
ヴ
ェ
ン
チ
ャ
ラ
l
ズ
と
交
渉
（
の
・
】
－

g－
－
戸
－
u
－

ss

刷
毛
具
製
造
業
者
の
請
願
。
マ
ク
ス
ウ
ェ
ル
氏
の
委
員
会
に
付
託
（
の
・

H
a
s－－
戸
間
y
a
N）

議
会
に
味
方
す
る
職
人
た
ち
を
奨
励
す
る
た
め
の
宣
言
（
の
・
一
『
－

da－
－
戸
間
y
g
o
v

マ
ー
チ
ャ
ン
ト
・
ア
ド
ヴ
ェ
ン
チ
ャ
ラ
l
ズ
に
関
す
る
委
員
会
。
ア
ド
ヴ
ェ
ン
チ
ャ
ラ
l
ズ
の
請
願
を
棄
却

〈。－
－H

戸
司
・∞由
ω）

一一｛ハ
二
七七四一O一一一一五 四九

（の・』・
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－

四

一
・
六

一一一一一
二
七

レ
ヴ
ァ
ン
ト
貿
易
組
合
に
関
す
る
委
員
会
。
請
願
を
受
付
け
る
権
限
を
付
与
（
の
・
』・
8
一－
ロ
・
同y
申立）

マ
ー
チ
ャ
ン
ト
・
ア
ド
ヴ
ェ
ン
チ
ャ
ラ
l
ズ
に
関
す
る
委
員
ムペ

二
万
ポ
ン
ド
の
借
入
れ
交
渉
〈
の
－
－

s一－
戸
司
－

S
M）

マ
l
チ
ャ

ン
ト
・
ア
ド
ヴ
ェ
ン
チ
ャ

ラ
l
ズ
の
請
願
。
説
会
（
の・』
・
〈O
F

戸
唱
・

8
3

レ
ヴ
ァ

ン
ト
貿
易
組
合
の
請
願
。
海
箪
委
員
会
に
付
託
（
の
・
』・〈
O
一－ロ・同

y
S斗）

マ
ー
チ
ャ
ン
ト
・
ア
ド
ヴ
ェ
ン
チ
ャ
ラ
l
ズ
、
二
万
ポ
ン
ド
を
貸
与
せ
よ
と
の
国
王
の
手
紙
を
議
会
に
報
告
、
国
王
に
対

す
る
ア
ド
ヴ
ェ
ン
チ
ャ

ラ
l
ズ
の
貸
与
を
禁
ず
る
決
定
（
の
・
－

da－－
ロ
・
宅
－

S
H
I
S
N）

職
人
条
令
の
欠
陥
を
補
う
法
案
。
第
一
読
会
（
の
・
同
・

5
－
－
戸
同
y
寸）

マ
l
チ
ャ
ン
ト
・
ア
ド
ヴ
ェ
ン
チ
ャ
ラ
l
ズ
に
関
す
る
委
員
会
。
債
権
行
使
を
控
え
る
よ
う
に
更
に
交
渉
（
の
・
｝

g一－

回
目
i

司
・也市W
品一）

スノ

（

1
）
 

長
期
議
会
の
召
集
は
十
一
月
一
一
一
日
で
あ
る
か
ら
、
何
か
の
間
違
い
で
あ
ろ
う
。

チ
ャ
ー
ル
ズ
一
世
第
五
（
長
期
〉
議
会
。
〔
一
六
四
三

l
〕
一
六
四
五
年

二
ハ
四コ

了
二
四

四
・
一

O

四
・
一
四

ノ、六
－
一
六

八
二

一一一 九

イ
ー
ス
ト
ラ
ン
ド
貿
易
組
合
に
関
す
る
報
告
の
作
成
、
決
定
。
国
王
か
ら
の
特
許
状
を
審
議
す
る
委
員
会
の
設
置
（
の
・
』
・

〈O
一－
H
H
H
・可－
Hω

）

イ
ー
ス
ト
ラ
ン
ド
貿
易
組
合
に
関
す
る
全
業
務
お
よ
び
請
願
を
海
軍
委
員
会
に
付
託
（
の
・
】・
S

F

H

戸
同
Y
ω

∞）

マ
l
チ
ャ
ン
ト
・
ア
ド
ヴ
ェ
ン
チ
ャ
ラ
1
ズ
の
請
願
を
委
員
会
に
付
託
（
の
・
同
－

g－
－
ロ
戸
司
－
主
）

羊
毛
輸
出
の
防
止
手
段
を
審
議
す
る
委
員
会
の
設
置
（
の
・
］
S

F

H

ロ・同
y
会）

羊
毛
輸
出
の
防
止
手
段
を
審
議
す
る
委
員
会
の
復
活
（
の
・
］
S

F

H

戸
同
M
・
お
む

イ
ー
ス
ト
ラ
ン
ド
貿
易
組
合
に
関
す
る
委
員
会
の
復
活

2
・
】
－
da－－
H
H
H

・
M
Y
H
ω

同）

レ
ヴ
ァ
ン
ト
貿
易
組
合
に
関
す
る
委
員
会
の
復
活
（
の
・
』
・
4
0－－
H
H
戸司・
5

H
）

グ
ロ
ス
タ
l
シ
ャ
！
の
織
元
に
よ
る
国
王
に
対
す
る
請
願
。
国
王
の
回
答
、
読
会
、
委
員
会
へ
の
付
託
、
請
願
を
マ

l
チ

ャ
ン
ト
・
ア
ド
ヴ
ェ
ン
チ
ャ
ラ
l
ズ
に
通
告
（
の
・
し
『
・
〈
O
F
H
ロ・唱－

N
E）
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・
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一
一
・
一
五

一
六
四
四

一
・
八

一一占ハ

マ
ー
チ
ャ
ン
ト
・
ア
ド
ヴ
ェ
ン
チ
ャ
ラ
l
ズ
に
関
す
る
委
員
会
。
関
税
収
入
を
保
証
に
六
万
ポ
ン
ド
を
借
入
れ
る
交
渉

〈の
・
』－

d
o－－
ロ
戸
司
・
N
N
N）

マ
ー
チ
ャ
ン
ト
・
ア
ド
ヴ
ェ
ン
チ
ャ
ラ
l
ズ
に
関
す
る
委
員
会
。
特
許
状
の
再
認
可
に
関
す
る
ア
ド
ヴ
ェ
ン
チ
ャ
ラ
l
ズ

の
回
答
（
の
・
し
『
・

s－・ロ
F
M
Y
N
ω
叩
〉

マ
ー
チ
ャ
ン
ト
・
ア
ド
ヴ
ェ
ン
チ
ャ
ラ
l
ズ
に
関
す
る
委
員
会
。
特
許
状
再
認
可
に
関
す
る
条
令
、
第
一
読
会
、
彼
ら
の

特
権
に
関
す
る
決
定
（
の
・
同
・
4
0
F
H
H
H
・問者
－N
8
l
N
ω
寸
）

マ
ー
チ
ャ
ン
ト
・
ア
ド
ヴ
ェ
ン
チ
ャ
ラ
l
ズ
に
関
す
る
委
員
会
。
特
権
に
関
す
る
投
票
結
果
を
ア
ド
ヴ
ェ
ン
チ
ャ
ラ
l
ズ

に
通
告
（
の
・
】－

da－－同
H

F

同y
N
ω
由
〉

マ
ー
チ
ャ
ン
ト
・
ア
ド
ヴ
ェ
ン
チ
ャ
ラ
l
ズ
に
関
す
る
委
員
会
。
内
国
消
費
税
を
保
証
に
三
万
ポ
ン
ド
を
借
入
れ
る
交
渉

（の－
U

『・
4
。
－
－
ロ
戸
匂
－
N
m
m）

マ
ー
チ
ャ
ン
ト
・
ア
ド
ヴ
ェ
ン
チ
ャ
ラ
l
ズ
に
関
す
る
委
員
会
。
ア
ド
ヴ
ェ
ン
チ
ャ
ラ
l
ズ
が
三
万
ポ
ン
ド
の
貸
与
に
応

ず
る
と
の
報
告
、
組
合
員
に
対
す
る
課
税
を
可
能
に
し
、
彼
ら
を
法
人
化
す
る
た
め
の
条
令
、
第
二
読
会
、
成
立
、
貴

族
院
に
送
付
、
貴
族
院
の
異
議
、
貴
族
院
と
の
合
同
審
議
、
条
令
を
審
議
す
る
両
院
合
同
委
員
会
の
設
置
（
の
・
】
・
4
0戸

口
戸
宅
－

N
g
i
g
a）

イ
ー
ス
ト
ラ
ソ
ド
貿
易
組
合
に
関
す
る
委
員
会
。
組
合
の
請
願
を
付
託
（
の
・
同
－

da－－
同H
F

司－

S
O）

マ
ー
チ
ャ
ン
ト
・
ア
ド
ヴ
ェ
ン
チ
ャ
ラ
l
ズ
に
関
す
る
条
令
。
修
正
さ
れ
て
貴
族
院
か
ら
一一
る
、
修
正
に
同
意
（
の
・
】
・

〈O
F

口一一同・℃－
M
寸

ω）

イ
ー
ス
ト
ラ
ン
ド
貿
易
組
合
に
対
す
る
指
示
、
貴
族
院
が
同
意
（
の
・
同
・
S
F
H
H
H
－司－
d
）

マ
ー
チ
ャ
ン
ト
・
ア
ド
ヴ
ェ
ン
チ
ャ
ラ
l
ズ
に
関
す
る
委
員
会
。
ア
ド
グ
ェ
ン
チ
ャ
ラ
l
ズ
か
ら
の
請
願
（
の
・
』
・
5
－－

同一口一‘同
M

－N
∞
喧
）

羊
毛
輸
出
禁
止
令
（
の
・
し
『
－

da－－H
H
戸田
M

・ω回
目
）

一九
二一一

一一占ハ

マ
ー
チ
ャ
ン
ト
・
ア
ド
ヴ
ェ
ン
チ
ャ
ラ
l
ズ
に
関
す
る
委
員
会
。
内
国
消
費
税
を
保
一涯
に
一
万
ポ
ン
ド
の
借
入
れ
交
渉

（の・し『・〈。
F
H
H
戸句・
ω目
。
）
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立一

一一

・一

O
二
九

一
・
一

七
一一一

四
・
一
一
一
一一六

五
・
九一一一一一九a，

 

六
・
五O

 

ニ
四

七
・
一 。

マ
ー
チ
ャ
ン
ト
・
ア
ド
グ
忌
ン
チ
ャ
ラ
l
ズ
に
関
す
る
委
員
会
。
貨
幣
を
徴
収
す
る
権
限
の
付
与
〈
の
・
』・

5
「
ロ
戸
間
y

∞ω
N）
 

石
段
、
ピ

1
ル
、
お
よ
び
エ

l
ル
の
価
格
上
昇
を
検
討
す
る
委
員
会
の
設
置
（
の
・
】
－
S

F

口
戸
匂
・

8
3

－レ
ヴ
ァ
ン
ト
貿
易
を
維
持
し
、
レ
ヴ
ァ
ン
ト
貿
易
組
合
の
秩
序
を
確
立
す
る
た
め
の
条
令
。
第
一
読
会
、
委
員
会
付
託

（の・」『
・
〈O
F

阿国・司
・ω岨印）

マ
l
チ
ャ
ン
ト
・
ア
ド
グ
干
ン
チ
ャ
ラ
l
ズ
に
関
す
る
餐
員
会
。
一
万
ポ
ン
ド
の
債
権
の
権
利
行
伎
を
三
カ
月
控
え
る
よ

う
に
と
の
交
渉
（
の
－
H

S

－E
－
宅
・
念
日
l
念品）

羊
毛
輸
出
禁
止
令
。
第
一
説
会
（
の
・
］
〈
O
F
H
戸
司
・
企
H
）

レ
ヴ
ァ
ン
ト
貿
易
を
維
持
し
レ
グ
ァ
ン
ト
貿
易
組
合
の
秩
序
を
確
立
す
る
た
め
の
条
令
。
成
立
（
の
・
』
・
5
－
H

戸
匂
・

2
N）

レ
ヴ
ァ
ン
ト
貿
易
を
維
持
し
レ
ヴ
ァ
ン
ト
貿
易
組
合
の
秩
序
を
確
立
す
る
た
め
の
条
令
。
阜
民
族
院
の
同
意
（
の
・
』・〈
O
－－

ロ
戸
可
－
A
F
N
O
）

ス
ペ
イ
ン
産
羊
毛
の
輸
出
自
由
化
に
関
す
る
討
論
。
否
決
〈
の
・
同
・
〈O
F
H
戸
間
M

・お叩）

以
前
命
令
さ
れ
た
入
千
ポ
ン
ド
を
支
払
え
と
の
レ
ヴ
ァ
ン
ト
貿
易
組
合
に
対
す
る
条
令
（
の
・
』
－

da－－
H
H
H
・
M
Y
A
P
S
）

八
千
ポ
ン
ド
の
支
払
い
拒
否
を
す
る
レ
ヴ
ァ
ン
ト
貿
易
組
合
の
組
合
員
氏
名
一
覧
（
の
・
』
・
〈
o－－
H

戸
司
・会同）

新
毛
織
物
に
関
す
る
請
願
。
委
員
会
付
託
（
の
同
・
5
－－H
戸
田
M

－

se

レ
ヴ
ァ
ン
ト
貿
易
組
合
の
権
利
を
剥
奪
す
る
命
令
ハ
の
・
】－
S

F

ロ
戸
喝
－
お
由
）

イ
ー
ス
ト
ラ
ン
ド
貿
易
組
合
の
諮
願
。
委
員
会
付
託
（
の
・
』－

d
o－－
H
H
H

・
喝・

2
6

レ
ヴ
ァ
ン
ト
貿
易
組
合
、
八
千
ポ
ン
ド
の
支
払
日
の
指
定
（
の
・

し『－

d
o－－
H

戸
勺
－
g
s

新
毛
織
物
に
関
す
る
委
員
会
。
委
員
会
報
告
、
す
べ
て
の
商
人
が
切
曲
想
な
ど
を
輸
出
で
き
る
自
由
に
つ
い
て
の
討
論
、

否
決
、
再
付
託
（
の
・
同－
S

F

H
戸
司
・

2
5

羊
毛
輸
出
禁
止
条
令
。
第
一
、
第
二
読
会
、
委
員
会
付
託
（
の
・
』
・
〈。
F

H
戸
間
M

－
Sω
）

イ
ー
ス
ト
ラ
ン
ド
貿
易
に
関
す
る
条
令
そ
の
他
の
業
務
を
海
寧
委
員
会
に
付
託
（
の
・
】
－
S

F

回目戸間
y
m
企）

石
験
製
造
業
の
企
画
審
お
よ
び
そ
の
後
継
者
に
対
す
る
法
案
を
、
彼
ら
の
資
産
を
没
収
す
る
条
令
に
代
え
る
こ
と
を
決
定

〈の－
M
・
4
0
戸
阿
国
・
同
M

・印品叶）

石
餓
製
造
業
の
企
画
者
の
資
産
を
没
収
す
る
条
令
。
説
会
（
の
・
同
－
S
F
H
H
戸間
y
m
E）

八
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八

・

七

一
一
一
・
六

二一一一 。
内
国
消
費
税
委
員
会
。
内
国
消
費
税
を
保
証
と
し
て
マ

l
チ
ャ
ン
ト
・
ア
ド
ヴ
ェ
ン
チ
ャ
ラ
l
ズ
か
ら
借
入
れ
た
資
金
の

返
済
猶
余
の
交
渉
合
・
H
・
4
0
－－
H
H
H
・同

y
g
e

フ
ェ
ル
ト
製
造
業
者
の
請
願
。
新
内
国
消
費
税
委
員
会
に
付
託
（
の
・
－

da－－阿国・同
ygω
）

マ
ー
チ
ャ
ン
ト
・
ア
ド
ヴ
ェ
ン
チ
ャ
ラ
l
ズ
か
ら
の
借
入
金
の
返
済
猶
予
交
渉
（
の
・
】
－

da－－
H
H
F

喝・叶回目）

マ
ー
チ
ャ
ン
ト
・
ア
ド
ヴ
ェ
ン
チ
ャ
ラ

l
ズ
か
ら
の
借
入
金
の
元
金
お
よ
び
利
息
の
返
済
期
日
に
関
す
る
条
令
。
読
会
、

成
立
（
の
－
H
－

da－－
H

戸
田
M

－

ae

チ
ャ
ー
ル
ズ
一
世
第
五
ハ
長
期
）
議
会
。

一
六
四
四

l
一
六
四
六
年

一
六
四
五

四

・

九

五
－
一
六

九

・

四
二
七

一
六
四
六

一
一
・
一
六

一
一
・
一
四

マ
ー
チ
ャ
ン
ト
・
ア
ド
グ
ェ
ン
チ
ャ
ラ
l
ズ
か
ら
の
借
入
金
一
万
ポ
ン
ド
の
返
済
猶
予
に
関
す
る
交
渉

H

〈・喝－

sc

毛
織
業
者
お
よ
び
商
人
の
請
願
。
読
会
（
の
・
』
－

da－－H

〈
・
同
y
z
m
）

自
由
貿
易
に
関
す
る
両
王
国
委
員
会
の
見
解
報
告
（
の
・
同
－

da－－
同ぐ
γ

同Y
M
g）

イ
ー
ス
ト
ラ
ン
ド
貿
易
商
人
の
請
願
（
の
・
一『
－

da－－
H

〈・司－
N
由同）

（（リ
・
】
・
4
。－－

リ
1
ズ
住
民
か
ら
の
請
願
。
読
会
、
北
方
向
盟
委
員
会
に
付
託
（
の
・
』
・

da－－
H

〈・

3
・会
N
1
8

織
元
た
ち
か
ら
の
請
願
。
読
会
、
委
員
会
付
託
〈
の
－
H
・
5

F

H
〈
・
司
・
叶
N
N
）

チ
ャ
ー
ル
ズ
一
世
第
五
（
長
期
）
議
会
。

一
六
四
七

一
六
四
六

l
一
六
四
八
年
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二
－
一
一
六一八

四
・
一
六

一一二

五
・
二
ニ

二
七

一
一
・
六

二
五

・
二
七

＝
了
一
四

一
六
四
八

一
・
八 七三 O八

レ
ヴ
ァ
ン
ト
貿
易
を
王
国
お
よ
び
レ
ヴ
ァ
ン
ト
貿
易
組
合
の
利
益
と
な
る
よ
う
に
継
続
す
る
た
め
の
審
議

〈
・
問
y
m
c

レ
ヴ
ァ
ン
ト
貿
易
組
合
に
関
す
る
条
令
。
成
立
（
の
・
』
・
〈
O
－－〈・－
M

－
S
）

リ
l
ズ
か
ら
の
諮
願
に
関
す
る
命
令
〈
の
・
』－

g－－
〈・同

yzs

リ
1
ズ
の
貧
し
い
住
民
の
請
願
。
説
会
〈
の
・
』
・

5
｝・〈－匂・

5
N）

明
答
お
よ
び
明
馨
製
品
に
関
す
る
業
務
。
委
員
会
付
託
、
委
員
会
は
、
請
願
を
受
け
つ
け
る
権
限
を
も
ち
、
チ
ャ
ロ
ナ
l

お
よ
び
リ
チ
ャ
l
ド
両
氏
の
損
害
を
審
議
す
る
も
の
と
す
る
（
の
・
】
－

s－－
〈
・
同
】
・
ミ
O
）

織
布
工
組
合
の
請
願
。
委
員
会
付
託
（
の
・
』
・

5
－－〈・司・

5
3

商
工
業
問
題
を
外
務
委
員
会
に
付
託
す
る
た
め
の
命
令
。
読
会
、
そ
の
た
め
の
条
令
を
準
備
す
る
特
別
委
員
会
の
設
置

〈の・』・
4
0
戸
〈
・
同
yω
叩
N
）

商
工
業
問
題
に
関
す
る
条
令
。
報
告
、
読
会
、
成
立
（
の
・
』・
4
0
－－
〈・同
M

・
8
3

石
鍛
製
造
の
独
占
問
題
に
関
す
る
委
員
会
の
復
活
、
報
告
の
作
成
（
の
・
】
－

s－－
〈＼同
M

・
8
C

マ
ー
チ
ャ
ン
ト
・
ア
ド
ヴ
ェ
ン
チ
ャ
ラ
1
ズ
か
ら
の
借
入
金
に
関
す
る
交
渉
（
の
・
】
－

S
F
〈・目当・
ω
ヨ
1
∞）

マ
ー
チ
ャ
ン
ト
・
ア
ド
ヴ
ェ
ン
チ
ャ
ラ
l
ズ
の
総
督
、
役
員
会
を
召
集
し
議
会
へ
の
一
万
ポ
ン
ド
の
貸
与
を
提
案
（
の
－
H
－

S
F
〈
・
司
・
8
8

商
工
業
問
題
に
関
す
る
条
令
。
修
正
さ
れ
て
貴
族
院
か
ら
戻
る
、
修
正
案
に
同
意
〈
の
・
』
・

da－－
〈・句・

8
3

羊
毛
輸
出
禁
止
条
令
。
読
会
（
の
・
］
〈
O
一－
〈－匂・

8
8

マ
ー
チ
ャ
ン
ト
・
ア
ド
ヴ
ェ
ン
チ
ャ
ラ
l
ズ
か
ら
の
借
入
金
の
状
態
に
つ
い
て
の
報
告
（
の
・
－

s－－〈・司・
ω包）

羊
毛
輸
出
禁
止
条
令
。
黍
員
会
付
託
〈
の
・
』
〈
o－・〈・
M
M

・句。）

石
齢
製
造
、
売
買
を
独
占
し
た
科
で
へ

ン
リ
イ

・
コ
ン
ブ
ト
ン
そ
の
他
を
罰
す
る
た
め
の
条
令
。
委
員
会
付
託

do－
－
〈
－
宅
・

8Nlω
∞
ω）

（
の
・
』
・
〈
o－－

（
門
U
．
』
．

羊
毛
輸
出
禁
止
条
令
。
委
員
会
報
告
、
成
立
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
産
羊
毛
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
お
よ
び
ウ
ェ
l
ル
ズ
以
外
へ
の

輸
出
を
禁
ず
る
命
令
（
の
・
同
〈
O
F

〈－－
Y

お
ω）
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三

一
一
・
八

一
・
一
六

＝
了
二
O

四
・
一
四

七
二
一
Oニニ二

九

八

・

二八

レ
ヴ
ァ
ン
ト
貿
易
組
合
の
請
願
。
読
会
、
商
工
業
委
員
会
に
付
託
（
の
・
』
・
5
－
－
〈
＼
喝
・
お
O
）

海
軍
委
員
会
。
マ
l
チ
ャ
ン
ト
・
ア
ド
グ
ェ
ン
チ
ャ
ラ
l
ズ
か
ら
の
一
万
ポ
ン
ド
の
借
入
金
返
済
猶
予
を
交
渉
（
の
・
』・

4
0－－
〈・同
v
・会∞）

・

明
磐
に
関
す
る
委
員
会
。
報
告
、
ジ
ョ
ン
・
キ
ブ
ソ
ン
に
よ
る
明
答
製
造
の
独
占
は
違
法
で
あ
り
無
効
、
特
許
状
の
召

喚
、
廃
棄
命
令
（
の
・
】
－
d
o
－－〈・司・

8
0）

商
工
業
に
関
す
る
大
委
員
会
の
復
活
（
の
・
』
・
〈
o－－〈・唱・

8
3

レ
グ
ァ
ン
ト
貿
易
組
合
の
請
願
。
説
会
（
の
・
』
・
〈
。
－
－
〈
・
司
・
ゆ
）

織
布
工
組
合
に
関
す
る
委
員
会
。
復
活
、
組
合
員
の
集
会
禁
止
（
の
・
同
・
〈O
一－
〈－－
Y
由品目）

織
布
工
組
合
に
関
す
る
委
員
会
。
平
組
合
員
の
請
願
の
読
会
、
請
願
に
対
す
る
議
長
の
回
答
、
組
合
員
の
集
会
禁
止
令
の

徹
路
、
平
組
合
員
の
別
の
請
願
の
説
会
（
の
・
同
・
5
－－〈・同
M

・
2
6

織
布
工
組
合
に
関
す
る
委
員
会
。
平
組
合
員
の
請
願
に
対
す
る
議
長
の
回
答
（
の
・
同
・
5
－－〈・同
M

・
8
N）

織
布
工
組
合
に
関
す
る
委
員
会
。
組
合
長
お
よ
び
役
員
会
か
ら
の
請
願
、
読
会
お
よ
び
委
員
会
付
託
、
委
員
会
に
調
停
権

を
付
与
ハ
の
・
一
『
・

8
－－〈－司・

8
8

織
布
工
組
合
に
関
す
る
委
員
会
。
別
の
請
願
、
委
員
会
付
託
、
議
長
の
回
答
（
の
・
』
〈
。
－
－
〈
・
喝
・
宏
品
）

チ
ャ
ー
ル
ズ
一
世
第
五
ハ
長
期
）
議
会
。

一
六
四
八一0

・
五

二
O

一
一
一
・
一
一
一

一
六
四
八

l
一
六
四
九
年

海
軍
の
た
め
に
二
万
ポ
ン
ド
を
マ

l
チ
ャ
ン
ト
・
ア
ド
ヴ
ェ

ン
チ
ャ
ラ
l
ズ
か
ら
借
入
れ
る
交
渉
（
の
・
』
・
〈
o－
ヨ
〉
喝
・

A
F
h
R〉

商
工
業
全
般
の
衰
類
を
審
議
し
対
策
を
講
ず
る
委
員
会
の
設
立
（
の
・
］

gF
〈
戸
ヲ
品
叩
）

e

マ
ー
チ
ャ
ン
ト
・
ア
ド
ヴ
ェ
ン
チ
ャ
ラ
1
ズ
、
海
軍
に
一
万
ポ
ン
ド
の
貸
与
金
を
提
案
、
合
意
（
の
・
』
・
5
－－
〈
戸
匂
－ma）

プ
リ
ス
ト
ル
・
エ
グ
ゼ
タ
l
、
バ

l
ン
ス
テ
ー
ブ
ル
な
ど
西
部
諸
都
市
の
マ

l
チ
ャ
ン
ト
・
ア
ド
ヴ
Z

ン
チ
ャ
ラ
l
ズ
か

ら
の
請
願
。
読
会
、
海
軍
委
員
会
に
付
託
（
の
・
－

s－－
〈
戸
司
・
由
印
）
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一
六
四
九

一
・
一
一一七

一
九

一一六。
織
布
工
組
合
の
平
組
合
員
か
ら
の
請
願
。

同

y
H
O
叩一）

織
布
工
組
合
に
つ
い
て
の
報
告
、
組
合
長
な
ど
役
員
会
か
ら
の
翁
願
、
読
会
、
織
布
工
組
合
に
つ
い
て
の
業
務
を
委
員
会

に
付
託
、
委
員
会
は
関
係
者
を
喚
問
す
る
権
限
な
ら
び
に
条
令
制
定
権
を
有
す
る
（
の
・
】
－
S
F
〈
戸
匂
・

5
3

読
会
、

組
合
に
つ
い
て
の
報
告
を
作
成
す
る
こ
と
を
決
定
〈
の
・
同－

da－－
〈
H

・

貿
易
を
秩
序
だ
て
統
制
す
る
た
め
の
常
任
委
員
会
を
設
立
す
る
た
め
の
法
案
（
の
・
』
－
S
F
〈
同
・
匂
－
＝
山
）

織
布
工
組
合
に
関
す
る
法
律
。
読
会
（
の
・
』・
〈
o－－〈
H
・喝－
H
N
O
）

織
布
工
組
合
の
組
合
長
、
幹
事
、
補
佐
役
を
選
出
す
る
た
め
の
法
律
。
読
会
ハ
の
・
』
・
5
－－
〈
戸
唱
－
H
N
M〉

〔
長
期
議
会
〕
〔
一
六
四
八
｜
〕
五
一
年

一
六
四
九

四

・

六

五
・
一
九

七
・
二

九八

一
六
五

O
六
・
一
八 九五四一

職
人
の
賃
銀
裁
定
に
関
す
る
条
令
（
の
・
』
－

S
F
〈
H

・
3
・H∞o
l
H
）

織
元
た
ち
の
請
願
。
読
会
〈
の
・
』
・
5
－－
〈
戸
司
・N

】

N
）

フ
ェ
ル
ト
製
造
業
者
の
請
願
。
読
会
〈
の
・
』・

5
－
－
〈
戸
司
－
N
会）

帽
子
輸
入
を
抑
制
す
る
た
め
の
法
律
。
第
一
、
第
二
説
会
、
委
員
会
付
託
（
の
・
］
〈
O
戸
〈
戸
ヲ
N
ミ）

帽
子
輸
入
を
抑
制
す
る
た
め
の
法
律
。
委
員
会
報
告
、
正
密
化
ハ
の
・
】〈。－
－
〈
戸
司
－
N
叶

ω）

帽
子
輸
入
を
抑
制
す
る
た
め
の
法
律
。
第
三
読
会
、
討
論
（
の
・
同
・
8
－
－
〈
戸
唱
－
N
唱。）

帽
子
輸
入
を
抑
制
す
る
た
め
の
法
律
。
成
立
（
の
・
』－

as－
－
〈
戸
唱
－

S
O）

海
軍
委
員
会
に
羊
毛
輸
出
を
禁
止
す
る
権
限
を
付
与
（
の
・
】
－

s－－
〈
H

・
匂
－N
也∞）

貿
易
を
秩
序
だ
て
統
制
す
る
た
め
の
常
任
委
員
会
設
置
法
。
報
告
、
正
番
化
（
の
－

H
S一
－
〈
戸
匂
・
お
叩
）
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二
五

八
、

一

一
0
・二一一一一九

？
・
・

9
・

〔
長
期
議
会
〕

二
ハ
五九

・
一
一
六

一
0
・
・
九

一
一
・
四

＝
了
三
O

一
六
五一

一
・
九

四
・
二
ニ

八
・

。
貿
易
を
秩
序
だ
て
統
制
す
る
た
め
の
常
任
委
員
会
設
償
法
。
第
三
読
会
、
討
論
（
の
・
］，、。一
－
〈
戸
唱
・
念
。
〉

貿
易
を
秩
序
だ
て
統
制
す
る
た
め
の
常
任
委
員
会
設
置
法
。
成
立
（
の
・
同・
〈
。
－
－
〈
戸
匂
・

8
H）

レ
ヴ
ァ

ン
ト
貿
易
組
合
に
関
す
る
報
告
。
作
成
〈
の
・
同
・
5
－－
〈
デ
司
・お由）

帽
子
製
造
に
関
す
る
法
律
。
準
備
命
令
ハ
の
・
』・
S
F
〈
戸
喝
・念品）

レ
グ
ァ

ン
ト
貿
易
組
合
に
闘
す
る
報
告
。
作
成
〈
の
・
同
・

5
－－
〈
戸
匂
・
怠
∞
）

ノ
l
フ
才

l
p
お
よ
び
ノ
リ

ッ
ヂ
の
織
布
工
に
関
す
る
報
告
〈
の
・
同－

z－－
〈
戸
匂
・
品
N
品）

一
六
五
一

l
一
六
五
三
年

貿
易
を
促
進
し
統
制
す
る
た
め
の
法
律
を
一
二
月
一
一
一
一
日
ま
で
継
続
す
る
た
め
の
法
案
。

〈の・し『
・
〈
c－
〈
ロ
・
唱
－N
C

航
海
条
令
。
成
立
（
〉
円
円
削
除
。
三
百

g
n
p
g－ロ・
3
・
mg｜
虫
色

イ
ー
ス
ト
ラ
ン
ド
貿
易
商
人
の
請
願
。
読
会
（
の
・
】
・
4
0
－
－
〈
出
・
司
・
8
）

イ
ー
ス
ト
ラ
ン
ド
貿
易
商
人
の
請
願
。
読
会
、
国
務
院
に
付
託
（
の
・
』
・
5
－－
〈
戸
唱
・叩由〉

第
一
、

第
二
読
会
、

イ
ー
ス
ト
ラ
ン
ド
貿
易
商
人
の
現
状
報
告
（
の
・一
『・

5
－－
〈
H
F
唱－
m叩）

毛
織
物
工
業
に
お
け
る
不
正
お
よ
び
羊
毛
輸
出
禁
止
に
関
す
る
国
務
院
報
告
に
関
す
る
審
議
、
毛
織
物
工
業
に
関
す
る
法

律
の
不
都
合
を
審
議
す
る
人
々
の
任
命
、
毛
織
物
工
業
に
関
す
る
全
法
律
の
銭
粋
作
成
（
の
・
同
・
占
O
F

〈
H
F
司・己申）

北
部
五
県
の
貧
し
い
織
元
た
ち
か
ら
の
請
願
。
読
会
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
輸
入
さ
れ
る
全
羊
毛
の
内
国
消
費
税
免
除
に
関

す
る
審
議
、
内
閣
消
費
税
委
員
会
、
免
除
措
置
の
検
討
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
羊
毛
の
輸
出
禁
止
法
案

8
・
同
・
4
0
－－

〈
戸
同
国
・
ぉ
ω）

マ
ー
チ
ャ
ン
ト
・
ア
ド
ヴ
ェ
ン
チ
ャ
ラ
I
ズ
の
議
願
。
委
員
会
付
託
（
の
・
し
『
・

4
0
－
－
〈
戸
田
Y
H
S）

成

立
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九
・
一
四

一
六
五
三一

二
一
八

〔
ベ
ア
ボ

l
γ
議
会
〕

七
・
二

O

八
・
二
七

九
二
一
九

一
自
治
体
の
安
定
と
特
許
状
の
改
正
を
審
議
す
る
た
め
の
委
員
会
の
設
置
（
の
－

H
－
S
F
〈
戸
守
口
∞
）

一
織
元
た
ち
の
請
願
。
読
会
、
内
国
消
授
税
委
員
会
に
付
託
（
の
－
H
・〈
O
F

〈
戸
司
・
4
〉

一
六
五
三
年

一
商
工
業
問
題
を
審
議
し
国
益
の
た
め
に
な
る
提
案
を
受
け
る
委
員
会
の
設
置
（
の
・
』
・

5
F
〈
戸
田
M

－
g
3

一
商
工
業
委
員
会
。
貿
易
を
促
進
し
統
制
す
る
た
め
の
法
案
の
準
備

m
の
・
】－

S
F
〈
ロ
・
宅
・

ω
g
1
8
3

一
商
工
業
委
員
会
。
貿
易
を
促
進
し
統
制
す
る
た
め
の
法
案
。
第
一
読
会
〈
の
・
同
－

S
F
〈
戸
間
yω
品。

一
六
五
六
｜
一
六
五
八
年

一
六
五
六

九
・
一
八

一0
・

六七

一
一
・
三一O 九 O

商
工
業
に
関
す
る
大
委
員
会
の
設
霞
（
の
・
』
・
5
－
－
〈
戸
同
M

・品
N
品）

マ
ー
チ
ャ
ン
ト
・
ア
ド
ヴ
ェ
ン
チ
ャ
ラ
l
ズ
に
関
す
る
問
題
。
商
工
業
委
員
会
に
付
託
ハ
の
・
同
・
〈
o－－〈
H
F
可－
h
p
ω

叩）

職
人
、
賃
銀
労
働
者
お
よ
び
奉
公
人
の
賃
銀
に
関
す
る
諸
法
律
を
検
討
し
、
新
た
な
法
案
を
準
備
す
る
委
員
会
の
設
置

（の・』・
4
0
戸
〈
ロ
・
－
u
・品川四日）

商
工
業
に
関
す
る
特
別
委
員
会
の
設
置
（
の
・
』
－

da－
－
〈
戸
唱
・
念
N
）

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
栽
培
さ
れ
生
産
さ
れ
た
商
品
を
輸
出
す
る
た
め
の
法
案
〔
以
下
「
圏
内
産
商
品
輸
出
法
案
」
〕
。
第

一
説

会
（
の
・
】
・
〈
o－－
〈
戸
同
Y
玄吋）

国
内
産
商
品
給
出
法
案
。
委
員
会
付
託
、
第
二
読
会
（
の
・
』
・

g－
－
〈
戸
田
M

－主唱〉

ノ
I
リ
ッ
ヂ
お
よ
び
ノ
l
フ
ォ
ー
ク
産
毛
織
物
を
統
制
す
る
た
め
の
法
案
。
作
成
命
令
（
の
・
】
・
〈
。
－
－
〈
戸
間
y
h
F
m
N
）
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一
六
五
七一

・
六

二
七

一
一
・
七九

一六

一
一
一
・
一
二

四

・

二
二
七 八

圏
内
産
商
品
輸
出
法
案
。
委
員
会
報
告
、
正
醤
化
〈
の
・
］
〈
o－－〈国・同
M

・
8
3

ノ
l
リ
ッ
ヂ
お
よ
び
ノ
I
フ
ォ
ー
ク
産
毛
織
物
を
統
制
す
る
た
め
の
法
案
。
第
一
読
会
ハ
の
・
同
・
5
－
・
〈
戸
同
M

・
8
3

国
内
産
商
品
輸
出
法
案
。
第
三
読
会
（
の
－H

・
5
－－
J
N
ロ
・
喝
・
合
∞
）

圏
内
産
商
品
輸
出
法
案
。
成
立
〈
の
－

H
・
5
一－
〈
H
F
句・

8
S

ノ
l
リ
ッ
ヂ
お
よ
び
ノ
l
フ
ォ
ー
ク
産
毛
織
物
を
統
制
す
る
た
め
の
法
案
。
委
員
会
付
託
、
ウ
ー
ス
テ
ッ
ド
織
布
工
の
・
意

見
聴
取
ハ
の
・
』
－

da－－
〈
H
H
・同
y
品目∞）

サ
ー
ジ
織
お
よ
び
パ
ベ
チ
ュ
ア
ナ
織
を
統
制
す
る
た
め
の
法
案
。
第
一
読
会
（
の
－
H
・
5
－－
〈ロ－

M
Y
8
3

国
内
産
商
品
輸
出
法
案
。
プ
ロ
テ
ク
タ
ー
の
承
認
（
の
・
］
〈
O
一
・
〈
戸
間
Y
念。）

自
治
体
役
員
に
王
党
派
お
よ
び
不
道
徳
者
が
選
出
さ
れ
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
の
法
案
を
準
備
す
る
委
員
会
の
設
置

（の・』
・
，、。－・ぐ国・喝－念日同〉

サ
ー
ジ
織
お
よ
び
パ
ベ
チ
ュ
ア
ナ
織
を
統
制
す
る
た
め
の
法
案
。
第
二
読
会
開
催
命
令
（
の
・
』
－

s－
－
〈
戸
喝
－
怠
N
）

ヨ
l
ク
県
ウ
エ
ス
ト
・
ラ
イ
デ
ィ
ン
グ
の
広
幅
織
世
間
者
を
法
人
化
す
る
た
め
の
法
案
。
第
一
読
会
〈
の
・
ト
『
－

da－－〈
H
F

同

YAPAW
－吋）

デ
ヴ
オ
ン
県
お
よ
び
エ
グ
ゼ
タ
l
市
の
毛
織
物
工
業
者
の
請
願
。
説
会
、
委
員
会
付
託
ハ
の
－
H
－

da－－
〈同
F

M

M

－
S
U〉

五四
一一六

二
七

二
八

二
七

サ
ー
ジ
織
お
よ
び
パ
ベ
チ
ュ
ア
ナ
織
を
統
制
す
る
た
め
の
法
案
。
第
二
説
会
開
催
命
令
（
の
・
』
－

s－－
〈
戸
司
－
h
p

∞O
）

レ
グ
ァ
ン
ト
貿
易
組
合
の
請
願
。
サ
ク
グ
イ
ル
、
ク
ロ
ウ
卿
の
請
願
と
一
緒
に
読
会
、
も
う
一
つ
の
請
願
、
説
会
、
委
員

会
付
託
〈
の
・
一
戸

da－
－
〈
戸
田
M
刷

T
A
P
S－

kgω
）

ノ
！
リ
ッ
ヂ
，ぉ
£
び
ノ
l
フ
ォ
ー
ク
産
毛
織
物
を
統
制
す
る
た
め
の
法
案
。
委
員
会
報
告
〈
の
・〕
・
（
L
・
4
F
札
白
司

ノ
i
リ
ッ
ヂ
お
よ
び
ノ
l
フ
ォ
ー
ク
産
毛
織
物
を
統
制
す
る
た
め
の
法
案
。
委
員
会
報
告
（
の
－
－

S
F
〈
戸
間
y
怠也）

サ
l
ジ
織
お
よ
び
パ
ベ
チ
ュ
ア
ナ
織
を
統
制
す
る
た
め
の
法
案
。
第
二
説
会
開
催
命
令
ハ
の
・
』
－

s－・〈
H
F
司
・
ぉ
N
）

マ
ー
チ
ャ
ン
ト
・
ア
ド
ヴ
ェ
ン
チ
ャ
ラ
l
ズ
を
法
人
化
す
る
法
案
〈
の
・
一
『
－

d
o－
－
〈
戸
匂
－
m
C
M
）

明
撒
器
製
造
業
者
の
請
願
。
説
会
、
内
国
消
費
税
委
員
会
に
付
託
ハ
の
・
』
・
d
S
F

〈
H
F
司・

2
3

サ
ー
ジ
織
お
よ
び
パ
ベ
チ
手
ア
ナ
織
を
統
制
す
る
た
め
の
法
案
。
第
二
説
会
開
催
命
令
（
の
・
』
・
〈
o－
－
〈
ロ
・
同

ysc
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五

一
占
ハ
五
八

一・一

一占ハ
二
七

レ
グ
ァ
ン
ト
貿
易
組
合
の
請
願
に
関
す
る
報
告
（
の
・
』
・
5
－－
〈
ロ
・
同
Y

認申）

毛
織
物
工
業
の
統
制
を
審
議
す
る
た
め
の
委
員
会
（
の
・
同－

S
F
〈
H

F

同y
g
s

ウ
エ
ス
ト
・
ラ
イ
デ
ィ
ン
グ
の
広
幅
織
業
者
を
法
人
化
す
る
た
め
の
法
案
。
第
二
読
会
、
委
員
会
付
託
を
否
決
、
法
案
の

否
決
ハ
の
・

し『・
da－－〈

H
H
・同

y
g
s

〔
付
記

本
年
表
は
、

専
修
大
学
社
会
科
学
研
究
所
一
九
七
七
年
度
個
人
研
究
助
成
に
基
く
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
J
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